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○ 大学の概要

（１） 現況
① 大学名：広島大学

② 所在地：広島県東広島市

③ 役員の状況
学長名：牟田 泰三（平成16年４月１日～平成17年３月31日 ））
理事数：７名
監事数：２名（非常勤を含む）

④ 学部等の構成
○学部：
総合科学部，文学部，教育学部，法学部，経済学部，理学部，医学部，
歯学部，工学部，生物生産学部

○研究科：
文学研究科，教育学研究科，社会科学研究科，理学研究科，先端物質科学
研究科，保健学研究科，工学研究科，生物圏科学研究科，医歯薬学総合研
究科，国際協力研究科，法務研究科

○附置研究所：
原爆放射線医科学研究所

○病院
○図書館
○全国共同利用施設：
放射光科学研究センター
中国・四国地区国立大学共同利用施設：○

西条共同研修センター
○学内共同教育研究施設等：
高等教育研究開発センター，情報メディア教育研究センター，自然科学研
究支援開発センター，留学生センター，産学連携センター，ナノデバイス
・システム研究センター，教育開発国際協力研究センター，保健管理セン
ター，平和科学研究センター，中央廃液処理施設（環境安全センター ，）
総合地誌研究資料センター，地域連携センター，北京研究センター，知的
財産社会創造センター，宇宙科学センター，外国語教育研究センター，文
書館，医療社会連携センター
附属学校:○

附属小学校，附属東雲小学校，附属三原小学校
附属中学校，附属東雲中学校，附属三原中学校，附属福山中学校
附属高等学校，附属福山高等学校
附属幼稚園，附属三原幼稚園

⑤ 学生数及び教職員数
○学生数： 学部 １１，０３７人(専修学校，専攻科等含む）

大学院 ４，３４６人(法科大学院含む)
附属学校 ４，１３１人

○教員数及び職員数： 教員 １，８６０人(附属学校教諭含む)
職員 １，２３７人

広島大学

（２） 大学の基本的な目標等

１ 基本的な理念
「自由で平和な一つの大学」という開学以来の精神を継承し，①平和を希求する精神，②
新たなる知の創造，③豊かな人間性を培う教育，④地域社会・国際社会との共存，⑤絶え
ざる自己変革，という理念５原則の下に，国立大学としての使命を果たす。

２ 目 標
「世界トップレベルの特色ある総合研究大学」を到達目標とし，その達成を目指すための
行動計画「広島大学の長期ビジョン （平成１５年１月）に従って整備を進める。具体的目」
標は次のとおりとする。

① 教育活動と研究活動のいずれにおいても，国際的に上位にランクされ，特筆すべき教
育研究を進めている最高水準の教育研究機関となることを目指す。

② 学術研究のレベルを高めるための重点計画を策定するとともに 「世界トップレベルの，
研究」の達成を目指すための環境を整備し，次世代の学術をリードし知的文化の創造に
発展し得る研究シーズを育成する。

③ 大学院においては，国内外の拠点大学として，研究と直結した教育を充実させ，質の
高い課程博士を輩出し，国際的に活躍できる研究者を養成するとともに，実践的な教育
を充実させ，社会的・国際的に通用する高度専門職業人を養成する。

④ 学士課程においては，到達目標型教育の下での教育プログラムによって，基礎力と応
用力を兼ね備えた柔軟性に富む人材を社会に送り出す。

⑤ 教育・研究とともに本学の重要な使命である社会貢献を果たすために，地域社会と緊
密な連携を構築し，多様な社会的ニーズに的確に対応する。

⑥ グローバル化社会における大学として国際競争力を強化し，教職員・学生の国際的な
場での活動を促進するとともに，国際的な交流・連携・協力体制を整備する。

⑦ 「人材，施設，財源」を一括管理して全学的視野で大学運営の目標・計画を設定し，
全学的立場からこれを実施する。

⑧ 公正な能力・業績評価システムの下で，教職員が自らの潜在的能力を十分に発揮でき
る環境を創る。

⑨ 教育・研究，社会貢献などの諸活動と効率的な組織運営を支える基盤的な情報通信環
境を充実し，情報メディアに関する教育研究組織ならびに支援体制を整備する。また，
教職員・学生間の情報の共有と社会に対する情報公開を促進し，積極的な広報活動を行
う。
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広島大学

全 体 的 な 状 況

しかし，4頁に示すように，長期構想に基づく「世界トップレベルの特色ある総合研究
後述の項目別の状況等を踏まえつつ，法人の各事業年度の業務の実施状況を総括して 大学作り」の第１段階はほとんどクリアしている。

ください。その際中期計画の全体的な進行状況，各項目別の状況のポイント，各項目に 年度計画の評価の視点として，計画の実施状況にとどまらず，計画の有効性，実施状況
横断的な事項の実施状況などについて記載してください。このほか，各法人の状況等に の説明要因（阻害･促進要因）分析を設定の上、解析を行った。その結果，人員不足（26.
ついて自由に記載してください。 5%）及び資源不足(22.5%)が最大の要因であったことがわかり，一方では，目標管理に不
なお，特に，学長のリーダーシップの下，機動的・戦略的な大学運営を目指した取り 慣れなことが過度の計画立案等につながった可能性もあり，さらに分析を進めている。

組みや，国民や社会に対する説明責任を重視した社会に開かれた大学運営を目指した取 また，組織改組に伴う連絡調整や計画立案･実施など運営方法の熟練に大きな課題があ
り組み等については積極的に記載してください。 ることもわかり，さらなる点検・評価を行っている。これらの結果は，中期計画の見直し

も含めて平成18年度計画策定作業に反映させる予定である（詳細はⅣの特記事項参照 。）
記載分量については，基本として１～２枚程度としてください。 (2)「教育に関する目標」においては，学士課程教育に全学的な教育プログラム制を導入

することで，到達度を明確にした教育内容・方法の改善を図る計画を進めており，これが
１．広島大学は，国立大学法人移行に伴い運営組織の全面的改革を行い，中期目標・計 教育に関する各事項の横断的な計画となっている。教育に関する計画では80％以上が順調

画の達成を通じて，国際的に上位にランクされる総合研究大学の実現に向けて着手した。 に実施されている（Ⅰの特記事項【教育分野】参照 。）
とりわけ，運営組織の改革は各種の資源を活用して大学の諸活動を活性化する重要な位置 (3)「研究に関する目標」においては，各部局における基礎研究の推進のほか，世界をリ
づけを持っており，次の柱によって構成されている（ 国立大学法人広島大学設立構想 ， ードしている学術研究分野の促進と育成のために，21世紀COEプログラム採択拠点への支『 』
なお，詳細はⅡの特記事項参照 。 援，それに次ぐ研究拠点の育成･支援，及び部局を越えたプロジェクト研究センターの設）
(1)各層のリーダーが企画立案･実施・自己点検評価を一体として行い，改善に取り組む 置と育成を図っている。研究に関する計画では約73％が順調に実施されている（Ⅰの特記
(2)ビジョン共有，情報環境整備，プル型情報発信，プッシュ型情報発信を行う 事項【研究分野】参照 。）
(3)人的・物的・財的資源の全学的管理・運営を基本原則とする (4)「その他の目標」では，社会連携・医療・国際交流等を推進し，約70％が順調に実施
(4)全学委員会を廃止し，副学長を長とする教職員一体型の室を設置する されている（Ⅰの特記事項【社会貢献分野】参照 。）
(5)部局長のリーダーシップを発揮した部局運営体制整備を行う (5)「業務運営」では，全学委員会の廃止と教職員一体型の室を設置するなど，大幅な組
２．中期目標･計画に基づく事項別実施状況 織改革を行った。業務運営に関する計画では，約73％が順調に実施されている（Ⅱの特記
(1)広島大学の中期計画は285項目，年度計画は284項目で，具体的な実行計画は960（副学 事項参照 。）
長室所掌342 部局等所掌618 であり １年度計画あたり平均3.4の実行計画で推進した (6)「財務内容」に関しては，職階区分を廃した基盤的教育費・研究費単価に基づき部局， ） ， 。
各組織による自己点検･評価に基づいて，評価委員会が行った総括的評価の結果では，大 等に使途を限定せず予算を配分したほか，戦略的経費の確保と管理的経費削減のための集
学全体の実施状況はⅢ以上が697(72.6％)であったが，教育研究を除いた業務運営に係る 中管理などの方策を実施した。財務内容に関する計画では，約73％が順調に実施されてい
実施状況では，Ⅲ以上が205(67.2%)にとどまり，全体として遅れている(下表 。 る（Ⅲの特記事項参照 。） ）

(7)「点検評価」に関しては，各組織における点検評価とそれを総括した全学的な評価体
制を整備し，PDCAサイクルの確立をめざしたが，点検評価に関しては，約48％が順調に実
施された状況にとどまっている （Ⅳの特記事項参照 。。 ）
(8)「その他」に関しては「施設設備」と「安全管理」を含め，約68％が順調に実施され
た（Ⅴの特記事項参照 。）
３．広島大学では，理念５原則を掲げながら 「世界トップレベルの特色ある総合研究大，
学」という到達目標に向かって「長期ビジョン」に則った政策をすすめており，総合研究
大学としてバランスのとれた発展をするよう努力している。
平成16年度は，国立大学法人化後最初の１年であり，大学運営においては，はじめての

経験が多く，総じて，自主性・自律性を徐々に実感する過程であったと思われる。リーダ
ーシップを機能させるために，大学運営戦略会議を設置し，各副学長室を統合した企画立
案・調整機能を持たせた。役員会，教育研究評議会，経営協議会を中心とした大学運営に

中期

計画

年度

計画

実行

計画

実施状況

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ．１　教育 91 82 245   2.5% 16.5% 68.7% 12.3%

Ⅰ．２　研究   41 42 174   1.7% 24.7% 68.4% 5.2%

Ⅰ．３　その他   65 63 236 6.4% 22.9% 62.7% 8.1%

Ⅱ．業務運営   54 59 181 8.1% 18.4% 70.3% 3.2%

Ⅲ．財務内容 11 13 22 4.5% 22.7% 59.1% 13.6%

Ⅳ．点検評価 8 10 74 19.4% 33.3% 47.2% 0.0%

Ⅴ．その他 15 15 28 7.1% 25.0% 67.9% 0.0%

計  285 284   960 5.8% 21.6% 65.6% 7.0%
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使命 目標 行動計画

長 期 目 標 第 １ 段 階 第 ２ 段 階 第 ３ 段 階
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・入試制度を全面的に検討し，入学生の学力の確保(計画7 順調 向 向 立案し推進するに
に実施) け け向

け○新たな展開への模索・特色ある人材を発掘し育成するために，AO入試を生かした入学 て て
者選抜方法を工夫(計画7 順調に実施) の の ・インターネットを通した遠隔 育による大て

体 最 学 育の社会への開放，新しい形の産学の ○情 通信基盤の整備充実
・情 通信・メシィアの整備を優先的に推進(計画16-②,③，52-② 制 終 共同事業の展開，入試制度の全面的な見基

【社会貢 】 実施中) づ 整 直しなど，広島大学の更なる発展のための盤
○教育と研究に並ぶ本学の使命 く 備 方策を模索する。整 ○アイシンティティ戦略の推進
として社会貢 を位置づけ ・全学的なブランドマネジメントを推進(計画52-③ 順調に実施) り の備
○社会連携体制を整備し，地域 ・情 発信のための広 組織と機能の強化(計画52-①，76 順調 の 段の
社会・国際社会との協調・連携 に実施) 段 階段

階階
(計画36-① 達成）○社会連携推進機構の設置

○国際化への対応
・国際センター（仮称）を設置
・大学運営の改善並びに国際化

【運営】○大学運営の基本方針（２００３）

○ブラドメージ戦略を推進

１．トップマネジメント体制の整備（計画52-④） ○ 大 学 運 営 組 織 （ 事 務 的 組 織 ）

は ， 大 学 の 目 標 達 成 の 戦 略 に ○ 段 階 的 目 標 を 定 め ， 各 段 階 の 目 標 達 成 を 図 る べ く ， 学 長 に よ る 各 組 織 に 必 要 な 指 示

沿って整備

２ ． 下 部 組 織 の 活 性 化 （ 計 画 5 2 - ⑤ ）

○組織のリーダーに権限と責任を付与し，目標達成に向けた内発的動機付けを与える。

○各組織では，そのリーダーの下で，企画立案から実施まで自から行う。

○ 結 果 に 対 す る 点 検 評 価 を 行 い ， 評 価 結 果 を 組 織 活 動 の 改 善 に 結 び つ け な け れ ば な ら な い 。 こ の 評 価 結 果 と 改 善 状 況 は ， 学 長 の 下 で 全 学 的 な 視 点 か ら

更に点検評価する。組織とそのリーダーは評価結果に対する責任を負う。

３ ． 全 構 成 員 に よ る ビ ジ ョ ン の 共 有 ， 情 報 の 共 有 （ 計 画 5 2 - ③ ）

○ I T を 活 用 し た 組 織 の 活 動 状 況 に 関 す る 各 種 の 情 報 の 共 有 や ， 構 成 員 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 促 種 の 情 報 の 共 有 や ， 構 成 員 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の

促 進

○トップマネジメントと構成員間の信頼関係をより強固に するために，face-to-faceの情報伝達
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広島大学

項 目 別 の 状 況

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
１ 教育に関する目標
（１）教育の成果に関する目標

ר ‖   ‖  ⁴ ‖ ‗’⁴  ῴ    ⁴ ₀中
 ⁴῀

ש ║ ‚ ῴ⁴ ₀ ΅ ΅ Ὸ ₀ ‖Ὼ⁴ ₀  ⁴῀期
ת ’ ” ║ ⁞ ₀    ₀   ⁴‗‗‾‚

’ ⁞ ‚–΅―    Ὸ’ ₀  ⁴῀目
װ ⁵⁵” ‚ῷ῾⁴ ║ ₀   ⁴῀
ױ ‚⁴ ’₪∙≈⅔₨╒₮≡└ ₀  ⁴῀標

ר ’ ‚ ῴ⁵’Ό‾ ₀ ῴ ’ ₀ ‒ Ὸ’
₀  ⁴῀

ש ⁵ ₀  ⁴‗‗‾‚ ‚  ⁵⁴ ₀ ῴ ₀  
⁴῀

”

‚ῷ΅―  ‴ ”‖ ₰∆╒₰的目標の設定】 的目標の設定】
05 3 ‚   ₲└₿╒ ר,06 ‚ ↨⌠ ₀ ῾―ῼ ΅῀ר ” ΅ ‖ ” ↨⌠₧≤√

₧≤√” •  ⁴ ‗ ― ↨⌠₧≤√ ₀  ῀ ”” ῾₀ ‼ ’ ” ‚   ”
‚ῷ΅― ” Ή ↨⌠₧≤√ ῌ₀   06 0 07‗ ’ ₀ ― ‚
‚ ‖  ῀⁴῀‴ ” ⁞ –΅―   ‚  ―΅⁴
’ῷ ” ’‘ 07 ‚₀ ῲ῀ ”ῲ’ ’ ₀
῾―” ₀ Ὼ Ὼ ‖Ῥ⁴῀ש ║ ‚  ⁴  ― ₀  

Ṻ 0₀ ΅ ” – ₀ ” ”‼
‚   ⁴῀ ” ‗  ‗

ת ῃ’ ‚–΅―” ” ‚  ⁴῀
” ‗ ₀ ΅ ║ ” ῾₀ ‼⁴

‗‾‚ ’ ₀  ⁴῀
װ ‖  ⁴ ‗ ║ ” ⁞
’ ₀ ‚–῾  ⁴‗‗ ₀ ῲ

‾‚ ‚ ῾―” ║ ║ ‚  ⁴
' ױ) 06 Ὸ ” ”‼ 05 „ ’ ῀₀ ‚–῾  ⁴῀ ₀ ῲ

ױ ‚ ⁸⁴ ₀   ║ ‗ ’ ₀ ‚
― ‚  ⁴ ₀ –῾  ⁴ ’‘
 ⁴῀

２【卒業後の進路等に関する具体 ２【卒業後の進路等に関する具体
ר 05 3 Ή ₲└₿╒ῌ₀   Ὸ ‚ ῾ ’的目標の設定】 的目標の設定】
‘₀ ῲΉ₤∩≥₈₲└₿╒ῌ₀ ר῀  ₲└₿╒” ‒―Ὼ ר ₲└₿╒” ‒―Ὼ
” ש ’ ”‾‗‖ ” ₳∙ ₀   ’₣ₐ⃰└ ₀  Ή₤∩≥₈₲└  ‚ ῴ ”
₰ 3↨⌠₧≤√ 8/4+1 ” ₀  ῀‴ ₲∙⅓╒₿╒ῌ₀     ║ ’‘ Ὸ ‚ ῾
0/3 ⁞ₐ└₿╒└₮№↨ 53 15 NF.NA₀ Ὸ  ‚ Ὸ ⁴῀ ’‘₀ ῲΉ₤∩≥₈₲└₿

‚⁴₤∩≥₈ 2 321 ’‘₀  ῀ ”‰Ὸש ” ₀  ⁴ ╒ῌ₀  ⁴῀
‗  ₲∙⅓╒ ‾  ῀‼” ₀  ⁴῀ ש ” ₀ ⁴‗‗‾
’ῷ „ 05 72-2 ' ” (‖Ῥ⁴῀‚   ║ ₀ Ὸ 

Ṻ 1 ‚ Ὸ ⁴‼”
₀  ⁴῀
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３【教育の成果・効果の検証に関 ３【教育の成果・効果の検証に関
する具体的方策】 する具体的方策】

ר 04+05 ” ‚  ― ₀ ‖  ―SNDHB HOΩ₰⅍ר ” ”‼ ר ” ║
₀   SNDHB” 04 05 ” ‚–΅― ₲└₿╒' 0’‘” ‚  ⁴ ” ₀  

’ ₀  ⁴‗‗‾‚ ₀ ‚ῷ΅ ” ‖)ר,8 ’⌐∂⌂Ὸ ”⌐∂⌂‴‖”  ‗‚ ₀ ΅
05 ‚  ⁴‗‗‾‚ ₀ ‴ῴ ₀” ‚–΅―‾   ’‘ ” ₀  ⁴
 ⁴’‘ ” ‚   ῀⁴῀ ‗‗‾‚ ”‼”

Ṻ ש2 ⁞” ‚   ” ‚–΅―‾  
― ” ⁞ ‚  ⁴ ⁴῀



, 6 ,

広島大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標

ר ” ⁞ ” ‚   ⁞ ₀  中
⁴῀
ש ’ ₀   ⁵₀  ⁴‼” ↨⌠₧≤√₀  ― ”期

” ‚ ‼⁴‗‗‾‚ ” ₀  ⁴ ’ ₮₰Ω√₀
 ⁴῀目

ר ₀   ⁵ ’ ” ₀   ₀  ⁴῀標
ש ” ₀ ‚  ⁴‗‗‾‚ ⁵ ” ₀ ⁴῀
ת ‚  ⁴₢≥₤≈≤√₀     ║ ” Ό ⌐∂⌂”‾”‗’
⁴ῲ ” ‚ ‼⁴῀
װ   ₀  ⁴ ” ₀ ⁴῀
ױ ” Ῥ⁴΅„ ” ║ ‚‴Ό⁴ ⁞ ₀  
’ ₀ ῲ῀

”

（学士課程） （学士課程）
７【アドミッション・ポリシーに ７【アドミッション・ポリシーに
応じた入学者選抜を実現するため 応じた入学者選抜を実現するため
の具体的方策】 の具体的方策】

ר 05 3 ר└₲ ₀Ή ῌ‗ ר ₈ⅎ∙№₮≡└₲└₿╒” ₈ⅎ∙№₮≡└₲└₿╒” ₀ ║  
₿╒₀    ⁵‗  ― ” ║ ₀ ῲ‼”Ή ₲└₀  ⁴Ή ₀ ║  Ή ₲└₿
₿╒ ῌ‗ ‚ ⁴Ή ₲└₿╒ ῌ₀  ῀ῌ” ‚  ⁴῀ ╒ῌ₀  ⁴῀
‚  ―„ 07 ῸΉ ῌ‗Ή@N ῌ‚   ש₀ Ή↔ₓ⅔№₦₰ ῌ” ש Ή ῌ”
‒῀⁞ • 07 ‚ ῾ ₀

Ṻ 3” ” ’‘ ‚  ⁴῀
  ₀ ῲ῀ ת Ή↔ₓ⅔№₦₰ ῌ”

ת ₲└₿╒ ” ║ ⁞ •
װתש ₲└₿╒ ‚ῷ΅― 07 ”Ή @N ῌ΅⁞ ”  ₀ ῲ῀ ” ” ₀  

₀  ῀‴ ₀ › װ0+233 ₈ⅎ∙№₮≡└₲└₿╒₀ ⁴῀
8├ ↔ₓ⅔№₦₰Ή ₲└₿╒ῌ‗ ― ║ װ ⁞ ‚

⁞₡╒↨└₤∩└←₰ 1/0+8 ’‘ ”‰Ὸ  ⁞  ⁴ ║ ”
' • (” ‗ ₀  ῀‚  ⁴ ║ ” ”

”
' ת) 06 Ὸ ” ”‼ 05 „ ’ ῀‚ ⁴ ’ ’‘₀

‚ ⁴ ’ Ή ₲└₿╒ῌ₀ ‚
’‘₀ ‚ ῲ῀ ‚ ῲ῀

８【教育理念等に応じた教育課程 ８【教育理念等に応じた教育課程
を編成するための具体的方策】 を編成するための具体的方策】

ר ↨⌠₧≤√ ₀   ║ ” ↨⌠₧≤√ ר₀ ” ‗ ר ” ”‼
  ר,0 ῀” ₀ ‚  ” ↨⌠₧≤√” ‚ ῾

⁴῀ ” ₀
ש ₀  ⁴ ‚ ⁴῀

ש ” ‚–΅―„ ↨⌠₧≤√ Ὸ‼‚ ↨⌠₧≤√₀   ש 07 Ὸ” ↨⌠₧
₲└₿╒ ר,06 ‚ ” ‚  ⁴ ‗ ―  ⁴῀ ≤√” ‚ ῾Ή ↨⌠₧≤

⁵  ₀  ⁴’‘ ” ’ ‚ ת῀  ₀ √ ῌ₀   ⁵‚
  ₀  ― ₢≥ ‒ ↨⌠₧≤√” ‗
₤≈≤√⁞ ” ₀ ‗‾‚ ”

ױװת ” ”‼” ↨⌠₧≤√₀ ‗΅ ” ₀ ║ ‚ • ‚  ⁴῀
‗” ‚   • ”–῾⁴῀ ת ”

•∑≤└Ω₉₈ ₀ ” ‗ ―  ⁴ ‗ װ„―΅–‚ ” ₀ ‗ ⁴ ‗ ‗”
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‖Ῥ⁴῀ ‚   ↨⌠₧≤√” „‼” ’ ↨⌠₧≤√₀ ‚   ↨⌠₧
‗” ‖  ⁴ ‗‗ ―΅⁴῀ ⁴῀ ≤√₀  ⁴῀

ױ ‗ ‗ װ ‚  
₀≥└₦  ↨⌠₧≤√₀ • ” ‚–
 ⁴῀ ΅―  ⁴῀

' ײ) 06 Ὸ ” ”‼ 05 „ ײ῀ ’ ” ‚  ― ױ •∑≤└Ω₉₈
‚ —ῼ ” ΅ ₀ ” ‗ ―  ⁴ 

₀  ⁴‼” ‗₀  ⁴῀
’₮₰Ω√₀  ⁴῀
׳ ‚  

• ” ₀
⁴῀
״ •∑≤└Ω₉₈
₀ ” ‗ ―  ⁴῀

【授業形態，学習指導法等に関 ９【授業形態，学習指導法等に関
する具体的方策】 する具体的方策】

ר ↨⌠₧≤√‚ῷ΅― ’₢≥₤≈≤√₀  ⁴‼ ר║ ║ ₀   ר ║ ₀  
₀   ” ‗’⁴ ‗ ―Ή ῌ₀ ”’₢≥₤≈≤√‚ ‒ ₀ ’₢≥₤≈≤√₀  ₁

‗ ―  ῀‴ ‚  ― ≥₰⅍' (₀  ῲ῀ ↨⌠₧≤√₀  ⁴῀
„”≥₰⅍‚ —΅―↨⌠₧≤√₀   ₀ ש῀  ” ₀   ש ”⅔╒₱‚ ‖Ὼ⁴

ש ’‘ ‚ῷ΅― ‚⁴῀ ‗ ₀  
” ₀ ’΅  ” ₀   ת῀ ⁞≥∞℮₉₈⌂ ⁴‼‚ ⁞↔₉╒⌂ⅎ─╒ ῀

’‘ ₀  ⁴‼ ₦₀ ‚  ⁴‗‗‾‚
”∞℮₉₈₪└Ω└℗” ⁞ ” ₀  ⁴῀

℮₉₈∞ת ₪└Ω└℗” ₀ ⁴‗ ‚ Ή₀ ῲ῀ ת ₲└₿╒₀ ῌ
ר,05 ‚ῷ΅― ' ר,06 ║ ' ר,41 ║ װ℮∞ ”⅔╒₱‚ ‖Ὼ⁴ ‚ ‚–΅―

₉₈ ₲└₿╒Ό   ” ₀  ῀‗ ₀   ₀  ⁴‼”∞℮₉₈₪
⁴‼‚ ⁞↔₉╒⌂ⅎ─╒ └Ω└℗₀   ⁴‗‗‾‚
₦₀ ‚  ⁴῀ ”∞℮₉₈₪└Ω└℗”

₀  ⁴῀
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ת ←└↔⌐№⅍ ∏╒√∆╒₯ ”‹’  ΅ ”
‖₈ⅎ∙№₮≡└║−≥₮╒₀ ₀ ῾ ⁵
 ― ‚ ‼⁴῀ ‚ ⁸ ΅ ” ₀

װ ₀ ‚ ῾ ⁵⁴ ⁴῀
ת ר,17 ‚ῷ΅― ∏╒√∆╒₯” ' €ₐ⅍₀ ›(‼‚ ₀ ת ₀ ‚ ῾ ⁵⁴

₲└₿╒‖”↕╒₰ ₀  ― ’ ₀ ‒῀  ₐ└₿╒⅜№⅍₀   ‼‚ ”
₀  ⁴῀ ₲└₿╒₀   ₐ└₿╒

⅜№⅍₀   ₀
 ⁴῀

12【教育理念等に応じた教育課程 12【教育理念等に応じた教育課程
を編成するための具体的方策】 を編成するための具体的方策】

ר ‚ῷ΅― ” ‗Ῥ⁸  ” ר‚ ” ‗ ר ” ‗
῾₢≥₤≈≤√ ₀  ῀⅔╒₱‚  ₢≥₤≈≤√ ⅔╒₱‚  ⁴ ”

₀  ⁴῀ ₀ ῴ ’₢≥₤≈≤√
ש ₀   ” ₀  ⁴‗‗‾‚

₀ ῴ ’₢≥₤ ” ₀  ⁴῀
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広島大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３）教育の実施体制等に関する目標

ר ” ₀ ‗ ― ” ║ ₀    ║ ₀
‚ ‼⁴ ₀ ῲ ₀ ῴ⁴‗‗‾‚ ” ║ ‗ ⅔╒₱” ‚中

 ₢≥₤≈≤√” ₀ ῲ῀
ש ‚ ‖Ὼ⁴ ” ”‼‚ ‚⁴ ’₪∙≈⅔₨╒₮≡└ ₀ ‼期
⁴ ₀ ῴ⁴῀
ת ‚ῷ΅―„ ’ ⅔╒₱‚   ║ ’ ₀  ⁴目

₀  ⁴῀
װ ₰−╒℗⁞ ║∑≤└Ω₉₈ ” ’ ₀ ” ‗ ―標
ῴ ‚  ⁴ ₀  ⁴῀

”

15【適切な教職員の配置等に関す 15【適切な教職員の配置等に関す
る具体的方策】 る具体的方策】

ר ”‾‗‚ ₀   05 4 ר14 ₀  ⁴’ ר ₀ ‼ ” ”
” ₀   ₀ ῴ― ’ Ὸ ” ₀‘ ” ” ”‼‚ ”‼‚ ” ₀

10 ‴‖  ῀’ ” ₀ ⁴῀ ‚  ⁴῀
ש ‚ ‚ ₀  ‰Ὸ ‖ S@” ש” ║ ║ ║ ‚ῷ ש ║ ║ ║ ‚ῷ

”΅―„ ‚  ― ’ ” ΅―„ ‚  ― ’ ”
’‘‚  ₁῀₀  ⁴῀ ₀  ⁴῀

ת ” ‚ ” ” ‚–΅―  ⁴ ת― ‗ ’ ₀  ⁴ ת ’ ₀  ⁴
VF₀   ” ║ •⁵‚ ⁴ ’‼ ” ₀ ‼ ” ₀

‚–΅― ‖Ῥ⁴῀‼⁴’‘ ” ‼⁴’‘ ”
₀  ⁴‼” ₀ ₀  ⁴‼” ₀

 ⁴῀  ⁴῀

16【教育に必要な設備，図書館， 16【教育に必要な設備，図書館，
情報ネットワーク等の活用・整備 情報ネットワーク等の活用・整備
の具体的方策】 の具体的方策】

ר ר,06 • ר,41 ‖ ר₦╒─⅍№⅜ ”‼”₲∙⅓╒ ר ”‼”₲∙⅓╒
” ”‼Ή ר,05 ₀  ’‘” ₀ ‼ ” ’‘” ₀ ‼ ” ῌ

₀ ‼―΅⁴‰Ὸ K@M ₈₦₲₰−ₐ└⅍” ₀ ‒῀⅜№⅍─╒₦ ₀   ⅜№⅍─╒₦ ” ₀
‚ῷ΅―‾ ₲∙⅓╒ ” ⁞ ⅜№⅍─╒₦ ” ‚–΅⁴῀  ⁴῀

― ₀ ש῀⁴΅―‒ ש
• ” ‗ • ” ‚

ש ” ₀ ῲ‗‗‾‚ ₤∩└←₰” ₮₰Ω√₀ ῲ‗‗‾‚ ₤∩ –΅―  ⁴‗‗‾‚
” ₀  06 ‚ ‖Ὼ⁴ ‗‗’‒῀└←₰‗ ₤∩└←₰” ‚ ₤∩└←₰‗ ₤∩└←₰ ”

₮₰Ω√₀  ⁴῀ ₮₰Ω√₀  ⁴῀
ת ₡└≤ₐ└║℅≈╒⅍≥₈⌂₮₰Ω√„   05 3 ת‚ ₀ ║ ת ₀ ║
‗’‒῀ ₯∩╒⅓⌂ ” ‚  ⁴≥Ω≤₮╒ „ ₀  ” ║   ” ║
 ῀” ₀ ⁴῀ ” ₀ ⁴‼ ₡└

װ Ὼ ‗ ―” ₀ ≤ₐ└║℅≈ ⅍≥₈⌂║₮₰Ω
' װ) 06 Ὸ ” ”‼ 05 „ ’ ῀΅ Ὸ’ ₀ ›‼ √₀  ⁴‗‗‾‚ ₯∩

‗  ― ” ’ ⅓⌂ ” ₪└Ω└℗
║ ”‼” ”≥Ω≤₮ ₀  ⁴῀
₀ ‚  ⁴῀

17【教育活動の評価及び評価結果 17【教育活動の評価及び評価結果
を質の改善につなげるための具体 を質の改善につなげるための具体
的方策】 的方策】

ר 05 3 ‚ ⁴ ║ • ” ₀ ר– ” ” ר ║ ”
Ή ῌ₀   Ή ῌ” ‚ ‚ ⁴ ║” ’‘‚ ‚ ‚ ⁴ ║

• ” ₀ –Ή ₲└₿╒ῌ₀  ῀‒― ₀   ” ₀ • ” ₀ –Ή
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‚ ║ ” ῌ • ‚ ⁴
‖ ║ • ” ║ • ” ₀
₀ – ₀   –Ή ₲└₿╒ῌ₀

Ή ῌ‚ῷ΅― ‚  ⁴῀
תש 03 Ὸ ‖ ‚ ‚⁴ ₀   04 Ὸ” ₀ ⁴῀ ש ” ₀ ‚
„  ‗‚   ” ₀ ‴ῴ― ש‖ ῃ” ” ₀   ” ₀ ‚ ‚
‚  ›’‘ ‚  ―΅⁴῀‴ ”‚  ⁴ • ₮₰Ω√ ” ₀ ⁴῀
” ’‘” „ ‖  ‰Ὸ 1 ‖  ῀₀  ⁴῀ ת ”

ת ‚ῷ΅― ” ⁵ ” ’‘” ₀  
 ‚„ ” ” ‖ ⁴῀

ױװ ” ₀ ‚  ⁴ • ₮₰Ω√” „ ⁴ ‗‚ ” ₀ װ ῃ” ” ₀
” ⁵ ‚  ⁴ ₀ ‼― ' ῀ῷ΅―⁴‚)װ,40 ‚  ⁴ • ₮₰Ω√
₀ ‼―΅⁴῀₀  ⁴῀

ױ ‚ῷ΅― ” ⁵
 ‚ ” ” ‖  
⁴ ₀  ⁴῀

18【教材，学習指導法等に関する 18【教材，学習指導法等に関する
研究開発及びＦＤに関する具体的 研究開発及びＦＤに関する具体的
方策】 方策】

ר ‚ῷ΅― ‚  ⁴ ║ ₀ ῲ‗‗‾‚ר ‚ῷ΅― ר ‚ῷ΅―Ή ῌ Ή ῌ
’ ₀  ⁴‼‚ ר ↨⌠₧≤√ 7 ‚Vdaש  ⁴ ‚  ⁴

bs 8 ת ” 01 √≥╒₠↔ECװ 06• ‚   • ”
2 ’‘ ‚3 ” ₀  ῀⁴ ║ ₀ ῲ‗‗‾‚ ║ ₀ ⁴῀

’ ₀  ⁴῀ ש ⁞ ₀ ”
ש ‚ῷ΅― ║ ‗ • ש” ⁞ ₀ ” ‗ ― ‚  ⁴ ₀

₀  ῀‴ ₀  ― ‚–΅― ║‗ ― ‚  ⁴῀  ⁴῀
₀ ΅ ║ ‗ ” ῷ• ת” ’∞℮₉₈₪└Ω└℗ ת Ή ₲└₿╒ῌ‚

‚–΅― ” ₀  ῀” ₀  ⁴‗‗‾ ῷ΅― ’∞℮₉₈₪└Ω
‚ ₮₰Ω√‗₮≤ↄ₰ └℗” ‗ ₮

Vda₀ת   ₪└Ω└℗” ⅔╒₱” ₀  ― ₀ ‼⁴• ₪└Ω└℗₀ —῾― ₰Ω√‗₮≤ↄ₰ • ₪└Ω
‗‗‾‚ ‚ῷ΅― ║ ║ ∞℮ ⁴₮₰Ω√₀  ⁴῀ └℗₀ —῾―  ⁴₮₰Ω
₉₈ ₲└₿╒₀ ‼ ₀ ΅ K@M ’‘” ₀ װ‴ ₀℮₯₿⌂₪└Ω└ √₀  ⁴῀
‗‼῀℗   ” ⁞≤ₐ↕ װ Ή ῌ₀ ‚

”₈╒₢ₐ↕ ₀ ‼⁴῀ ₀℮₯₿⌂₪└Ω└℗  
װ ” ‚ ”₈╒₢ₐ↕ ‗ ‚  ⁴VF₀  ― ױ₀ ⁞ ’‘” ” ⁞≤ₐ↕ ”₈╒₢ₐ
‼ ‚ ‒‰Ὸ ∞℮₉₈ ₲└₿╒‚ῷ΅―‼”€ↄΩ₉₢⌂ ₀ ῾⁴῀ ↕ ‚–΅― ₀ ‼⁴‗‗‾

≤ₐ↕ ” ’‘₀  ῀‚ Ή ∞℮₉₈ ₲└
₿╒ῌ‚ῷ΅― Ὼ Ὼ

' ױ) 06 Ὸ ” ”‼ 05 „ ’ ῀‚  ⁴῀

19【全国共同教育，学内共同教育 19 全国共同教育，学内共同教育῏
等に関する具体的方策】 等に関する具体的方策】

שר 05 3 ‚ ∞℮₉₈ ₲└₿╒₀ ║ ר―  ‚⁴ ’₪∙≈⅔ ר ∞℮₉₈ ₲└₿
₲└₿╒₀  ῀‴ ₢≥₤≈≤√₨╒₮≡└ ₀  ⁴‼ ╒₀ ║  ―
B@KK ₀   ’ ” ║ ”‚ ∞℮₉₈ ₲└₿ ₀  Ή

₀ ‒῀╒₀ ║  ― ₲└₿╒ῌ₀  ⁴῀
₀  Ή ש Ή ₲└₿╒ῌ

₲└₿╒ῌ₀   ₀ ‚ ‚⁴ ’₪
” ₀ ῲ῀ ∙≈⅔₨╒₮≡└ ₀  ⁴

‚–΅―„ ” ‼” ₀ ║Ή
∞℮₉₈ ₲└₿╒ῌ‗   ‚  ⁴ ₀

Ή ῌ‗Ό  ―  ⁴῀
ת ∞℮₉₈ ₲└₿╒₀ ‚ • ‗₀ ῲ῀ ת ‚–΅―„

₀  ‗ ― 07 ” ” ║ ₀ ש  ₰−╒℗ ‚  ⁴ ” ”Ή ∞℮₉₈ ₲└₿
῀₀ ῲ₲└₿ ╒ῌ₀ ‚ ║  
װ ר,17 ‚₰−╒℗ ₲└₿╒ ₀  ―╒” ₀  ⁴῀ ‚  ⁴῀
₀ ‼ 06 3 ‚ ₲└₿╒₀  ⁴ װ῀‒’‗• ₰−╒℗ ‚  ⁴ ”

₀ ῲ₲└₿
╒ ₀  ⁴῀

20【学部・研究科等の教育実施体 20【学部・研究科等の教育実施体
制等に関する特記事項】 制等に関する特記事項】

ר ‚ῷ΅―„ „ ‗ ― ‚  ⁴ ’ ר₀ ” ₀ ⁴ ר ” ₀ ⁴
  ↨⌠₧≤√” ‚ ῾―  ₁‖Ὼ῀’ῷ ‚‼ Ή ῌ‚ῷ΅― ‼ Ή ῌ‚ῷ΅―

ῷ῾⁴ ” ’‘₀ ῲ „ 06 Ὸ• ‚ῷ῾⁴ • ‚ῷ῾⁴
 ” ”‼  ―΅’΅῀‚  ⁴ ‚  ⁴
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₀ ῲ῀ ₀ ῲ῀
Ήש ῌ” ‚ ‚ ⁴ ║ • ” ש₀ Ή ῌ” ‚ ש Ή ῌ” ‚
–Ή ₲└₿╒ῌ₀   ר,06 ῀₀ ‼ ‚  ⁴ ₀ ‼ ‚  ⁴

₀ ῲ ║ • ₀ ῲΉ Ή
ת ↨⌠₧≤√ ” ‗ ― ”‼‚ ’ ”₲└₿╒ ₀  ⁴ ₲└₿╒ ₀  ⁴ῌ ῀ ῌ ῀
₀  ―΅⁴ ר,0 ת῀ ‗ ║ ת ‗ ║

₀ ‚  ₀  ⁴ ₀ ‚  ₀  ⁴
װ ‚   ” ₀ ΅ ” ‚ῷ΅‼‚ ’ ₀ ῴ⁴῀ ‼‚ ’ ₀  
―„  ―΅⁴ ש,4 ῀‚ ‚ῷ΅―„ ⁴῀ ῀

↨⌠₧≤√ ‗‚Ή ῌ װ ‚  
₀ ῾⁴῀  ₀ ῲ‼‚ ’
װ ‚ῷ΅―„ ₀  ⁴῀
‚ ₀ Ὼ ‚
’ ║ ₀   ‚
’ ₀ ῴ⁴῀

ױ ‚  
 ₀ ῲ‼‚ ’

₀ ῴ⁴῀



, 02 ,

広島大学

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
１ 教育に関する目標
（４）学生への支援に関する目標

₀ ῴ ₀  ⁴’‘ ― ” ₀ ‚ ῲ῀
中

期

目

標

”

21【学習相談・助言・支援の組織 21【学習相談・助言・支援の組織
的対応に関する具体的方策】 的対応に関する具体的方策】

ר 05 3 ₲└₿╒₀   •‚ ‚ῷ΅―  ‴ ”‖ ר₰╒∆₰ ”‼”€╒→₰₀ ר ”‼”€╒→₰₀
’‘ ” ₀  ῀ ₀ ῾―ῼ ΅῀‚   ” ₀ ‚  ⁴Ή ₲└

⁴‼ Ή ₲└₿ ₿╒ῌ₀   ”
╒ῌ₀  ⁴῀ ₀  ⁴῀

⅍╒−₈€↓ש ₀ ₲└₿╒‚ ש῀  ↓₈║€−╒⅍║₮₰Ω√ ש ↓₈║€−╒⅍║₮₰Ω√
” ₀Ή ” ₀Ή

ῌ ῀ ῌ ῀₲└₿╒ ‚   ₀ ⁴ ₲└₿╒ ‚   ₀ ⁴
ת ’⅞≤₰∞└⅍ ‚ ת ’⅞≤₰∞└⅍ ‚

⅍└∞₰≥⅞ת ₀   ” ‗ ₀  —Ὼ • ₀ —Ὼ • ₀
₀ ‚ ₲∙⅓╒ ”₲∙⅓╒₀  ῀ ⁴‗‗‾‚ ⅞≤₰∞└⅍   ’ ₀ ῲ‼

” ’‘ ’ ⅞≤₰∞└⅍ ₀  ⁴῀
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ת ” ⁞ ” ’ Ή ₲└₿╒ῌ₀
‘‚ ” ” ‗  ‖” ‚

’ ₀  ⁴῀   ‚ ₀ ⁴῀
ת ’‘” ” ” ”‼‚ Vװ €╒₦⌂ ” ת ” ⁞ ” ’
F • VF₀   ” ₀ ‖Ῥ⁴῀” ║ ₀  ⁴῀ ‘‚ ” ”
װ VF₀   ║ ‚  ―₈└’ ₀  ⁴῀
₨╒⅍ ₀ ῼ ‖Ῥ⁴῀װ €╒₦⌂ ”

” ║ ₀  ⁴῀
⌂₦╒Ω₉₈€└≥∑ױ ”   ”‼‚∑≤└Ω₉₈₲∙⅓╒‖ױ ” ’ ₀

 ⁴’‘ ₀  ῀ ⁴‼ ∑≤└Ω₉₈€╒₦⌂
” ‚–΅―  ⁴῀

23【経済的支援に関する具体的方 23【経済的支援に関する具体的方
策】 策】

ר ‚ῷ΅― ” ” ‚–΅―   ₀ ר  ” ” ר ” ”
⁴‴‖‚ ‒῀‴ ‚ῷ΅―„ ⌠╒└’‘ ’ ₀₀  ⁴῀ ₀  ⁴῀
ש῀   ’‘ ‖ ₀ ש ’‘ ‖ ₀

‚  ⁴ ‗‚ ‚  ⁴ ‗‚
ש ‚ ‖ ║ ₀  ⁴‗‗‾‚ ’ ₀║ ₀  ⁴‗‗‾‚ ║ ₀  ⁴‗‗‾‚
ῲ‼ ₀ ‚   14 0  13 ῀’ ₀ ῲ῀ ’ ₀ ῲ ‗₀  

⁴῀

24【社会人・留学生等に対する配 24【社会人・留学生等に対する配
慮】 慮】

ר Ὸ2 ║4 ‚ῷ΅― ₀   ר02 ” ‚ ר ” ‚
” ‚  ― ” ₀  ―΅⁴῀ ― ” ⁞  ― ” ⁞

’ῷ 05 „  ―΅’΅Ό 2 ║2 ‚ῷ΅―”€Ω≤ₐ⅍₤∩└ ”₤∩└←₰₀
‚–΅― ‖Ῥ⁴῀←₰₀   ║   ║ ₀  

₀  ⁴῀ ⁴῀
ש 05 ‚   ║ ” ║⅝╒⅍Ωₐ₢╒ש ≠⅔ↄ╒€⌂℮₭ₐ└ ₀ ש ≠⅔ↄ╒€⌂℮₭ₐ└ ₀
” ’‘” ₀ ΅  ⁵” ₀ ῾ ” ₀‚ ‼⁴‼‚ ’ ‚ ‼⁴‼‚ ’
 ῀‴ ”Ῥ⁴ ” ῾ ⁵ ‾ ‒῀’ῷ₀ ‗ ⁴ ῃ‚⁴ ” ₀ ‗ ⁴ ῃ‚⁴ ”

῀₀  ⁵⁴῀ ‚–΅―  ⁴῀ ₀ › „ Ῥ⁴ ↨⌠₧≤√ װ,10 ‗ ― ‖Ῥ⁴
ת ⅜№⅍─╒₦’‘₀ ΅ ת ⅜№⅍─╒₦’‘‚
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広島大学

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

ר ῼ” Ῥ⁴ ‚ῷ΅― ⅍№↨⌐∂⌂” ” ₀  ῀
ש ” ₀≥╒ⅎ  ” ‚–’Ό⁴ ₀  ⁴῀中
ת  ΅ ” ‗ ‚  ⁴ ₀  ⁴῀
װ ” ₀ ‚ ‚   ║ ⅜№⅍─╒₦₀ ‗  Ὸ⁵期
₀  ⁴῀

ױ ” ” • ’ ”‼ ” ΅ ₮₰Ω√₀  ⁴῀目

標

”

25【目指すべき研究の方向性】 25【目指すべき研究の方向性】
ר ₀≥╒ⅎ ―΅⁴ ‗ ― 02 BND ר10• ₀≥╒ⅎ ―΅⁴ ר ₀≥╒ⅎ ―΅⁴
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”Ῥ ₀  ―΅⁴῀ ⁴῀  ⁴῀
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26【大学として重点的に取り組む 26【大学として重点的に取り組む
領域】 領域】

ר 02 ‚BND‗ ―  ⁵ G03 ║04 ║05 ר10‚ ₀≥╒ⅎ  ⁴ ר ₀≥╒ⅎ  ⁴
BND‚  ⁵ ‚ ῴ― ΅ῼ–Ὸ” ₀ ₀ ⁴‗₀ ” –” ‖ • ₀ ” –” ‖ •

‗‾‚ ’ ” ₀↨⌠₯ₓ₦⅍ ₲└₿╒‗ ―  ⁴   ’ ₀ ⁴ ‗‚   ’ ₀ ⁴῀ ‚
῀ ῀ ₀  ⁴῀  1( •2(” ‚  ― ‗‚ ₀ ‒―΅⁴ ‴ ‖‾ ” ‚ ‼

’ ‗ ―„ ”‗ῷ‖Ῥ⁴῀‚ 1( •2(” ‚ „  ⁵―΅⁴10 BN
0( ―„  ⁵―΅⁴10 D ” ↨⌠₯ₓ₦⅍‚
ṷΉ ῌ‚  ―„ 06BND ” ↨⌠₯ₓ₦⅍‚ ‚ ‖Ὼ⁴ ” ₀ ₀‾– ” ‗
‚↨⌠₧≤√Ό  ⁴ ‗Ὸ ‴‖” ₀ ‴ῴ ’ ₀‚ ‖Ὼ⁴ ₀   ‼⁴῀

 ⁴‼₲└₿╒ ₀    ⁴’‘  › ‗‚ ῀⁴῀ 0( 02 ‚ ‚
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׳ 05 3 ‚ ⁴ ║ • ” ₀₀ ΅ ║ ῌ₀  ⁴῀
–Ή ῌ₀  ῀” ” ״ Ή ῌ‚ῷ΅―

‚ῷ῾⁴ ’‘ ║ ”  ״ ║ ” ” ‚ῷ῾⁴ ’‘
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║₲└₿╒‚ῷ΅― MFN‗” SKN ” ⅜№⅍─╒₀  ⁴῀
₦” ≥╒₣⌂║€╒→₰ ₲└₿╒” ’‘” ₀  ῀

28【研究の水準・成果の検証に関 28【研究の水準・成果の検証に関
する具体的方策】 する具体的方策】
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広島大学

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

ר ‖ ‚ ₀  ⁴‼” ₀  ⁴῀
ש ”⁵⁵Ό ” ₀  ⁴ῲ中

║ ‗ Ό  ’Ό ’ ₀  
⁴῀期
ת Ό ‚  ⁴  ₀ ‚  ⁴῀
װ ₀ ║   ” ₀ ‚   ⁴῀目

標

”

29【適切な研究者等の配置に関す 29【適切な研究者等の配置に関す
る具体的方策】 る具体的方策】
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” ₀‼   05 3 ש‚• ” ” ₀ ש ” ” ₀
” ₀ ‒῀‴ VF₀   –”  ₀   ₀

₀  ῀”ῲ ‚–΅―„‗ ― ” ₀ ‗ ― ” ₀
” ₀ ΅ ₀ ‖Ῥ⁴ ”ש,15 ῀  ” ’   ” ‚

₀ ‼ ” ’ ₀ ῸῸ⁴῀
⁴῀ ת ⁵ ₀  

ת ⁵ ‗ῼ‚ ₀≥╒ⅎ ⁴ ” ת‼” ⁵ ₀   ₀≥╒ⅎ  ⁴ ₀ ΅
℮╒₿∂╒₰₀   ” ‗₀≥╒ⅎ ⁴ ₀     ” ₀ ‼⁴

” ‖ ” ‚  ―΅⁴῀― Ό” ₀ ‼⁴ ” ‚  ⁴῀
‼‚ ’  װ ║ ₲└₿╒‗

װ ” ‚ῷ΅― ‚  ―΅⁴ ‖Ῥ⁴῀” ₀ ‒ ‖ ║ ‗” ”
 ₀ ‚  ⁴῀ ₀ ⁴῀
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1 4 7 0 ₀ ”₀  ⁴῀ ₀ ῲ῀

‼‚ ױ῀  Ὸ ⁵ ₀ ײ ” ’‘‚
 ⁴‼” ₀ ῲ῀ ”

ײ ” ’‘‚ Ό ’ ⁞ ײ” ₀  ⁴’‘ ‗” ” ₀ ⁴῀
₀ ‚  ' ר,45 (῀” ‗ ׳ ⁞ ’‘

” ” ₀  ⁴῀ ₀  Ή ₲└₿╒ῌ₀
׳ 05 ‚ ║ ‚ῷ῾⁴ ’ ” ׳‗ ῼ” Ό ‖Ὼ⁴  ⁴῀
⁵₀ ῲ ” ῷ• ” ₀“΅‗ ―Ή ₲└₿Ή ₲└₿╒ῌ₀  
╒ῌ₀   ‚ῷ΅― ₀ ║ ║ ‚  ⁴⁞ ’‘₀  

‗ ⁴‼” ₀   ‖Ῥ⁴῀⁴῀
״ ⌐∂⌂” ₀  

' ״) 06 Ὸ ” ”‼ 05 „ ’ ῀⁴ ‚  ―
•€ↄΩ₉₢⌂ ₀  

” ₀ ‼⁴῀

30【研究資金の配分システムに関 30【研究資金の配分システムに関
する具体的方策】 する具体的方策】

ר ║ ” ‗ ―” ‚  ― ‚ῷר Ή ῌ” ר Ή ῌΌ ῲ ”
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  CM@₮╒₨└€╒1 ₀€Ω≤ₐ⅍‚  ⁴’‘ ῀⁵₀‴ῴ―╒” ” ₀  ― ╒” ” ₀  ―
₲└₿╒” ₀  ⁴‼” ₀” ₀ ⁴῀ ” ₀ ⁴῀

ת῀⁴΅―  ₀ ת ₀
ת 05 3 ₲└₿╒₀   ₲└₿╒ ‚ ₲└₿╒‚ ” ║ ‚ ” ║

₀ ῾ ‗” ”  ⁸ ⁞₀  ⁴‗‗‾‚ ₀  ⁴‗‗‾‚
‗ ”  ⁸ ‚  ⁴ ’‘ ₀  ―΅⁴῀‗

‗   ” ‗   ” ‗”
” • ₀   • ₀  ⁴Ή
⁴Ή ₲└₿╒ῌ₀ ₲└₿╒ῌ₀  ⁴῀

 ⁴῀

35【学部・研究科・附置研究所等 35【学部・研究科・附置研究所等
の研究実施体制等に関する特記事 の研究実施体制等に関する特記事
項】 項】

ר ‚‗⁸⁵’΅ ₧⌂╒↨ ₀ ‚  ⁴ ₀ ῴ⁴ר  ΅ ” ₀   ר  ΅ ” ₀  
‼‚ ₀   ↨⌠₯ₓ₦⅍ ₲└₿╒ ’‘₀  ―΅⁴῀↨⌠₯ₓ₦⅍ ‚ ‚ ↨⌠₯ₓ₦⅍ ‚ ‚
‴ ” ” ‚Ή10 ↨⌠₯ₓ₦⅍‖Ὼ⁴ῲ ‚‗⁸⁵ ‖Ὼ⁴ῲ ‚‗⁸⁵
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╒√” ₀  ―΅⁴῀₀ ‚  ⁴ ₀   ₀ ‚  ⁴ ₀  
⁴῀ ⁴῀

ש῀ ₀  ⁴ ‗΅ῲ ' ש) 06 Ὸ ” ”‼ 05 „ ’ 
” ₀  ⁴

‗ ― ₲└₿╒
”  ₀   ║  
⁴῀

ש ‚ῷ΅―↨⌠₯ₓ₦⅍ ₲└₿╒ ₀   ת║ Ῥ⁴ ⁵ ₧⌂╒↨ ש Ῥ⁴ ⁵ ₧⌂╒↨
⁞ ” ‚–΅―  ―΅⁴῀‴ –Ὸ”” ₀ ‚Ή↨⌠₯ₓ₦⅍ ” ₀ ‚Ή↨⌠₯ₓ₦⅍

‚ῷ΅― Ῥ⁴ ₀↨⌠₯ₓ₦⅍ ₲└₿╒‗ ―   ”₲└₿╒ῌ‗ ―    ₲└₿╒ῌ‗ ―   
” ₀ װ,14'⁴΅―‒ (῀” ” ₀ ⁴῀ ” ” ₀ ⁴῀
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広島大学

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
３ その他の目標を達成するための措置
（１）社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置

ר ”  ⁴ ║ ║ ₀ ‚ ║   ” ‚
 ⁴῀中

ש • ₀   ” ’⅔╒₱‚ ‚  
⁴῀期
ת ║ ” ’ ‖” ₀  ⁴‗‗‾‚ ‚  ⁴ ₀
  ’ ║ ║ ₀  ⁴῀目

標

”

地域社会等との連携・協力， 36【地域社会等との連携・協力，25【
社会サービス等に係る具体的方 社会サービス等に係る具体的方

‚ῷ΅―  ‴ ”‖ ₰∆╒₰策】 策】
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  ײ,14 ῀ῌ’‘ ₀ ‚     ⁴῀

‚     ⁴῀ װ ≤ₐ↕ ”₈╒₢ₐ↕ ”
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Ή℮₯₿⌂ Ή ῌ”3 ₀    ⁞ ’‘”℮₯₿⌂₪ └Ω└℗ ₀ ‼ ‖‾ ῌ ῌ
‚ €Ω≤ₐ⅍₤∩└←₰║ ║ ‖ₐ└₿╒⅜№⅍‖  └Ω└℗ ₀ ‼ ‖‾ ’ ’ ₮₰Ω√”

Ό ‚ ‖Ὼ⁴₮₰Ω√₀  ―΅⁴῀‴ ∞℮₉₈₲└₿’ ’ ₮₰Ω√₀ ‚  ⁴‗‗‾‚ ”
╒‖ ≤ₐ↕≤≥╒₪└Ω└℗” ₀ ‼║  ⁴‗‗‾‚ ” ‗   ⁞

Ό  ―Ὼ ‟ῼ ”℮╒₿∂╒₰ ’‘₀ ‒῀‗   ⁞ ” ₮₰Ω√₀  ⁴῀
” ₮₰Ω√₀  ⁴῀ ױ ’‘” ”

ₔ₦₰Ω└₮≡└₲└₿╒₀ױ   ║ ₲∙⅓╒║ₔ⌂⅜№⅍ױ ’‘” ” ⁞ ’‘
₡╒↨└₢⌐№₯ ’‘ ₀ ‚  ῀⁞ ’‘ ₀ ‚  ⁴‼ Ήₔ₦

₀ ‚  ⁴‼ Ήₔ₦ ₰Ω└₮≡└₲└₿╒ῌ₀  
Ήײ € →₰ ῌ₀Ή ₲└₿ ῌ‚ ║  ₰Ω└₮≡└₲└₿╒ῌ₀   ⁴῀
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 ⁴῀ ׳ ” ‚ῷ῾⁴

׳ ≥ₔ₵└₡↔₉₰₀ 05 3 ‚   ”• ” ‗
║ ” ” IRS’‘ ‗” ― Ή ≥ₔ₵└₡↔₉₰ῌ

ₐ↕⅔└₧₲∙⅓╒” ” ₀ ‒῀₀   ’ ₀  
⁴῀

37【産学官連携の推進に関する具 37【産学官連携の推進に関する具
体的方策】 体的方策】
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‴ ‖‾GO ‚⁴ ₀ ‒―Ὼ῀ ₀ ‚   ₀ ‚ 
ױ ₲└₿╒ ‚⁴ ’ Ό ⁴῀  ⁴῀

 ⁵ ║⅔╒₱” ₀ ױ῀‒ ‚ ₀   ױ ‚ ₀  
ײ ₪≤∑⌐╒₮≡└║ ⅔╒₱₀  ⁴῀ ║ ⅔╒₱₀  ⁴῀

‗ ― Ή ”‼” ∕₰₿╒↨≤└ῌ ײ‚ €∙№⅍ ײ €∙№⅍
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₴╒₮₈√ LNS₪└₴╒₮₈√‚⁴⅜№⅍─╒₦ ₀ ΅‗” ” ’ ⅜ ‗” ” ’ ⅜

‗  ‾”—ῼ⅜№⅍─╒₦” ₀ ‼῀№⅍─╒₦₀  ⁴῀ №⅍─╒₦₀  ⁴῀

38【地域の公私立大学等との連携 38【地域の公私立大学等との連携
・支援に関する具体的方策】 ・支援に関する具体的方策】

ר ₪└₴╒₮₈√₀   ר” Ή ₀  ⁴ ῌ” ר Ή ₀  ⁴ ῌ”
⅓₰≥└║₈₯∙” ” ” ”
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ש ” ‚   ש║ ” ‗ ” ש ” ‗ ”
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5// Ό  ῀‴ 05 7 ‚RBR₀   ║‘” ” ₀   ‘” ” ₀  
₀Ή ₀ ῴ⁴ῌ‗΅ῲ∞ₐ└Ω╒∕”‾‗‚   0/⁴῀ ⁴῀

7// ” ΌῬ‒῀

39【留学生交流その他諸外国の大 39【留学生交流その他諸外国の大
学等との教育研究上の交流に関す 学等との教育研究上の交流に関す
る具体的方策】 る具体的方策】

ר ‚‒― ‗ ₀ ‒‰Ὸר ⁞ ” ר ⁞ ”
║₲└₿╒” ₀ ῴ― ⁞ ₀”‼” ₀ ”‼” ₀

‼ ₀  ῀‴ MON” ‗ ₀ ΅║  ⁴῀ ║  ⁴῀
₀ ש῀  ║ ₀ ש ║ ₀

ש ║ ‚⁴ ”  ║ ” ║   ║ ” ║
↨⌠₧≤√‚⁴ ‚  ₁‰Ὸ ║ ₀ ‚₀  ⁴῀ ₀  ⁴῀

₀ ‼⁴↨⌠₧≤√‗ ― ⅞─ₐ ‗”€∕╒₰₦╒⌂ ת” ₲└₿╒₀ ת ₲└₿╒₀
₀ ‼ 06 Ό ‗’‒῀‴ ‖„ BND↨⌠₧≤√ ⁴‗‗‾‚ ”  ⁴‗‗‾‚ ”

” ‗ ― ║ ” ₀  ῀” ‚–΅― ₀ ‼⁴῀ ” ‚–΅― ₀ ‼⁴῀
ת 05 00 ‚ ₲└₿╒₀  ‰Ὸ 5 ‚ װ└₲ ║ ” װ ║ ”
₿╒ ₀  ῀‴ ₲└₿╒ • Ό⁞ ₀   ⅜№⅍ ⁞ ₀   ⅜№⅍
‚ ₀ ’‒Ό ₈₯₈” „ ‖   06─╒₦ ” ‗ ― ─╒₦ ” ‗ ―
‚  ⁴῀ ⁴῀  ⁴῀

HMTװ ‗’ ױ∆⃰↕ ”∞℮₉₈║₪└Ω ױ ”∞℮₉₈║₪└Ω Workshop for INU Student Exchange Officers
₰⅍ ║ 05 8 ║⅞⌂→└ 0/└℗ ₀   ” └℗ ₀   ”

INU Senior University₀  ⁴῀ ₀  ⁴῀ ‚  ⁴‗‗‾‚ ‗ ‚  ⁵
‚ῷ΅― Ό ” ײ” ’ ” ‚ ײ ’ ” ‚ Administrators Workshop

║ ‚  ⁴↨⌐₳└Ω╒₮≡└₀ ‒῀ ”‰Ὸ ⌐∂⌂ ”  ”
‖‾ ‗ⅎₐ℗║⅞└↕⌂₦ @@ ’‘4 ‖ ⁞₀  ⁴῀ ₀  ⁴῀



, 12 ,

₮└−₯ₒ√ ’‘ ”  ‹ΌῬ‒῀׳ ║ ₀ ׳ ║ ₀
ױ ‚  ―Ή ῌ” ₀5 ⁴‼  ΅  ⁴‼  ΅

‗ ― ‒῀” ⁞ ” ” ” ₮₰Ω
ײ ‚ῷ΅―I@ADD ”‼‚2–”↨⌠₧≤√₀   05₮₰Ω√⁞₤∩└←₰ ₪∙≈⅔ √ ₤∩└←₰ ₪∙≈⅔₨╒₮
‚ ₀ῲ῾῀₨╒₮≡└” ₀  ⁴ ≡└” ₀  ⁴‗‗‾
׳ ‚ 5 ”‗‗‾‚ ‗” ₀ ‚ ‗” ₀ ‼⁴῀

₲└₿╒” ‖GO‚⁴ ”‼⁴῀ ״ ”‼” ₪╒₰Ή ῌ
‖ ” ’‘₀ ‒‰Ὸ TBSR ״╒₤₰ ”‼” ₪╒₰ ” ║ ” ₀ ⁴῀Ή ῌ

√ ₀   ” ” ₀ ⁴‼ Ή” ║ ₀  ⁴῀ ᴀ ” ⁞ ₀
↨⌠₧≤√ῌ₀ ― ₲└₿╒ ”ᴀ ‚  ⁴℮╒₿∂  ⁴‼ ‚  ⁴

‚⁴ ₀  ῀╒₰₀   ” ℮╒₿∂╒₰” ‚  ⁴῀
״ ‚ ” ₪╒₰Ή ₪╒₰ῌ₀⁞ ₀  ⁴῀
 ⁴‼” ₀ ‒ 06 0/ ” ר,00'‒’‗•
(῀

ᴀ ” ‚⁴ ↔₠⌠╒₈№↨ ” ₀ ⁴‼
₀ ‒‰Ὸ

↔ₓ₈ ‚⁴ ↔ₓ₈ 
” ’‘₀ ‒Ό ℮╒₿ ∂╒₰ „  ’Ὸ‒῀

40【教育研究活動に関連した国際 40【教育研究活動に関連した国際
貢献に関する具体的方策】 貢献に関する具体的方策】
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広島大学

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
３ その他の目標を達成するための措置
（２）附属病院に関する目標を達成するための措置

║ ║ ║ ” ‚‒― ” ║ ₀ ῲ ₀  
” ‖ ’ ₀   ‚    ”中

₀  ⁴῀
‴ ‗” ₀   ‗ ― ‗‾‚ ”期

‗ ” ‗ ―  ⁴ῲ ║ ₀ ⁴῀
ר ⁵ ₀  ⁴‼‚ ‖ ” ΅ •目
₀  ⁴῀
ש ‗ ― ” ‗ ₀  ⁴῀標
ת ‟ῼ ‚  ⁴ ₀ ‚    ₀  ῀
װ ” ‗ ― ” ‗ ₀  ⁴῀
ױ ’ ₀   ’ ₀ ⁴῀

”

”‗ר ” ‖ ר ” ‗ ―Ή
₀∞└ↄ╒‗  ₀    ”∞└ↄ╒₀” ’ ‗ ΅≥╒⃰╒ ῌ₀  ⁴῀

‗  ‖ ‾ ‚ ⁸ 05 4 0 ‚ῷ΅―  ‴ ”‖ ₰∆╒₰₮№↨Ό ‖Ὼ⁴₮₰Ω√₀ ש ‗” ₮₰
‚ 0 ₀   ”‼  ― ₀ ‼῀ 05 ₀ ῾―ῼ ΅῀ ⁴῀ Ω√₀  ⁴῀
„13 ר῀  ” ‗ ―Ή
ש ‚  ― ║ ” ║ ₀ ‗ῌ₀  ⁴῀
‖ ‚ῷ΅― 0  ⁸ ₀ ‒―΅⁴Ό ₮₰Ω√”ש ‗” ₮₰
‚„ ‒―΅’΅῀Ω√₀  ⁴῀
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44【効率的な経営に関する具体的 44【効率的な経営に関する具体的
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広島大学

大学の教育研究等の質の向上Ⅰ
３ その他の目標を達成するための措置
（３）附属学校に関する目標を達成するための措置
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広島大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項
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広島大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
１ 運営体制の改善に関する目標

① 学長は，大学全体の到達目標「世界トップレベルの特色ある総合研究大学」に向けて，学内各組織を方
向付けし指示する役割を果たす。大学全体の目標を達成するために，その目標に到る行動計画として 「広中 ，
島大学の長期ビジョン」を定め，各段階の目標達成を図るべく，各組織に必要な指示を与える。
② 学長のリーダーシップの下に効果的な組織運営が可能な全学運営体制を構築する。学長や各副学長を補期
佐する組織を置き，学長を中心とした企画・立案，執行，評価及び改善の機能を強化する。
③ 「人的・物的・財的資源」の全学一括管理の下に安定的かつ戦略的資源配分を行い，教育研究活動の活目
性化を図る。

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

51【全学的な経営戦略の確立に関 51【全学的な経営戦略の確立に関
する具体的方策】 する具体的方策】

Ⅲ ①平成16年4月，教学・経営の 終責任者としての学長が全学の視 国立大学法人評価委員会において使用しますので，スペース① 学長がその責務を果たすため ① 学長がその責務を果たすため
点，あるいは独自の視点から直接にしかも迅速に対応する業務を補 を設けてください。の補佐機構として「学長室」を設 の補佐機構として「学長室」を設
佐するために「学長室」を設置した。置し，教育研究活動等に係る点検 置する。

Ⅲ ②学長室に，企画，政策立案，評価及び経営分析担当の主査を配置・評価 内部監査結果等を分析し ② 「学長室」において，教育研， ，
し，教育研究活動に係る点検・評価，内部監査結果等を分析するた全学的な経営戦略を確立するため 究活動等に係る点検・評価，内部
めの体制を整えた。の体制を整備する。 監査結果等を分析し，全学的な経
また，学長が指示する特定業務について関係する副学長室と連携② 国際的視点に立って社会の趨 営戦略を確立するための体制の整

， 。勢を見極め 経営戦略を立案する 備を図る。， 。 して調査及び検討等の役割を担うため 5名の学長補佐を配置した
Ⅱ ③本学の収入構造の改革に本格的に取り組むため，世界の高等教育③ 自己点検・評価結果や大学経 ③ 国際的視点に立って社会の趨

機関の収入構造の違いと世界の大学の寄付金集め（ファンドレイジ営に対する社会の要請などを具体 勢を見極め 経営戦略を立案する， 。
ング活動）の動向について，英国のコンサルタントを招へいし，勉的な改善策に反映する。 ④ 自己点検・評価結果や大学経
強会を開催するなど，学長室において情報収集とその取り組みへの営に対する社会の要請などを具体
継続的な検討を進めている。的な改善策に反映する。

Ⅱ ④各室・部局等において自己点検評価結果をふまえて運営を改善す
るための組織作りを行うと共に，各組織の評価を総括的に評価する
評価委員会を設置し，評価制度の構築を進めた（52-⑤,74-①,74-
④参照 。）
◎｢資料編｣ 参考資料11

52【運営組織の効果的・機動的な 52【運営組織の効果的・機動的な
運営に関する具体的方策】 運営に関する具体的方策】

Ⅲ ①平成16年4月，情報政策室を設置し，情報・広報活動全般に係る① 情報担当副学長の下に企画・ ① 情報担当副学長の下で情報・
機能を実行するため，室の下に「情立案，評価及び改善の機能を持つ 広報活動全般に係る企画・立案， 企画・立案，評価及び改善の

報化戦略会議」及び「広報UI戦略会議」を設置した。組織 情報政策室 を設置し 情 評価及び改善の機能を持つ「情報（ ） ，「
報政策室」において教育・研究， 政策室」を設置する。

Ⅲ ②情報セキュリティや情報通信環境に関するヒアリング（要望）を社会貢献などの諸活動と効率的な ② 「情報政策室」において教育
全部局対象に実施し，その結果を基に「部局における情報環境報告組織運営を支える基盤的な情報通 ・研究，社会貢献などの諸活動と
書」として情報化計画を配布した。信環境を充実し，情報メディアに 効率的な組織運営を支える基盤的
また，TV会議システムをＡＴＭ対応からＩＰ対応に切り替えたこ関する教育研究組織ならびに支援 な情報通信環境を充実し，情報メ

とに伴い，これまで以上の複数拠点による会議開催を可能にするな体制を整備する。また，大学の構 ディアに関する支援体制を整備す
ど情報メディアに関する支援体制を整備した。成員全員が大学運営のビジョンと る。

Ⅲ ③UI活動を通じ構成員の意識改革を促す手段としてコンセプトブッ基本的な考え方を共有できるよ ③ 大学の構成員全員が大学運営
， ，う，ＩＴを活用して，組織の活動 のビジョンと基本的な考え方を共 クを作成し 広島大学の目指す方向性を表現する手段の一つとして

コミュニケーションマークを作成するなど，構成員間のコミュニケ状況に関する各種の情報の共有 有できるよう，ＩＴの活用やＵＩ
ーションの促進を図っている。また，教職員に大学運営情報を伝えや，構成員間のコミュニケーショ 活動を通じて，組織の活動状況に
共有する手段として，電子事務局へのナビゲ－ションとして「広大ンの促進を図る。 関する各種の情報の共有や，構成
メ－ル」を11月に創刊し(現在まで15回配信）情報をコンパクト，② 学内コンセンサスに留意しつ 員間のコミュニケーションの促進
正確かつ迅速に掲載している。つ学長が指導性を発揮し，全学的 を図る。
◎｢資料編｣ 参考資料12な視点に立った企画・立案・改善 ④ 学内コンセンサスに留意しつ

体制を確立し，教育研究の進展や つ学長が指導性を発揮し，全学的
Ⅲ ④学長裁定により大学運営戦略会議を設置し，学長のリーダーシッ社会的要請等に機動的・弾力的に な視点に立った企画・立案・改善

プによる各副学長室を統合した企画立案・調整機能を重視した。対応する。 体制を確立し，教育研究の進展や
また，副学長室の設置など新たな意思決定システムの導入と教育研③ 各組織では，企画・立案から 社会的要請等に機動的・弾力的に
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究支援充実のための教職員一体型（ビジョン共有型）の大学運営組実施まで自ら行い，実施結果に対 対応する。
織を構築した。する点検・評価結果を組織活動の ⑤ 各組織では，企画・立案から
◎｢資料編｣ 参考資料13改善に結びつける。 実施まで自ら行い，実施結果に対

する点検・評価結果を組織活動の
Ⅱ ⑤各組織における評価組織の整備はなされているが，法人化に伴い改善に結びつける。

組織の大幅な改編に伴い，大半の組織において，点検・評価結果を
（ ）。組織活動の改善に結びつけるには至っていない 参照74-①,74-④

53【研究科長等を中心とした機動 53【研究科長等を中心とした機動
的・戦略的な研究科等運営に関す 的・戦略的な研究科等運営に関す
る具体的方策】 る具体的方策】

Ⅲ ①『国立大学法人広島大学設立構想』に基づき広島大学部局運営規① 研究科長等の人的・物的・財 ① 研究科長等の人的・物的・財
則を制定し，研究科長等が，中期目標・中期計画・年度計画に基づ的資源の裁量権を拡大するととも 的資源の裁量権を拡大する。
く教育活動，研究活動及び社会貢献活動の遂行並びに部局長裁量分に，研究科長等を補佐する副研究 ② 研究科長等を補佐する副研究
として配分された人的資源，物的資料，財的資源の活用に関する権科長等を配置し，強化を図る。 科長等を配置するとともに，研究
限と責任を有するものとした。② 教授会の機能を明確にし，円 科長等の支援組織として「部局長
②部局における重要事項について企画立案等を行い，部局長を直接滑な運営を行う。 室」を設置し，研究科等の運営体

Ⅲ 的に支援する組織として，部局長の外，副部局長，部局長補佐等か③ 研究科長等の支援組織として 制の強化を図る。
， 。「部局長室」を設置する。 ③ 教授会の機能を明確にすると らなる部局長室を設置する等 研究科等の運営体制の強化を図った

③教授会の審議事項等についても全学規則で明記するとともに，規ともに，迅速な意思決定を行うた
Ⅲ 模の大きい教育学研究科など4部局で新たに代議員会を設置し，部め代議員会を設置する。

局運営の効率化を行った ，。

54【教員・事務職員等による一体 54【教員・事務職員等による一体
的な運営に関する具体的方策】 的な運営に関する具体的方策】

Ⅲ 副学長が掌理する業務を効率的に実行するため組織として部・セ「学長室」並びに各副学長及び各 「学長室」並びに各副学長及び
ンターを設置し，室とは組織編成上は一体化せずにそれぞれが必要部局長の下に設置する「室」にお 各部局長の下に設置する「室」に
に応じて機能的な自律が可能な体制を整備した。又，直接学長に求いて，教職員が一体となって教学 おいて，教職員が一体となって教
められる業務については，学長室を設置して学長を補佐する体制を及び経営の両面における大学運営 学及び経営の両面における大学運
整備した。に関する企画・立案，執行，評価 営に関する企画・立案，執行，評

及び改善に当たるとともに，それ 価及び改善に当たるとともに，そ
に沿った業務を効率的に行う体制 れに沿った業務を効率的に行う体
を整備する。 制を整備する。

55【全学的視点からの戦略的な学 55【全学的視点からの戦略的な学
内資源配分に関する具体的方策】 内資源配分に関する具体的方策】

Ⅲ ①新しい運営形態の下で限りのある資源を有効的に利活用するため① 全学的視点からの効率的な人 ① 全学的視点からの効率的な人
， ，的資源配分のために 部局基礎分 的資源配分のために 部局基礎分「 」 「 」 教員の人員配分について 役員会の下に教員人員調整会議を設置し

同会議において各部局等のヒアリングを実施の上 「平成17年度以と 「部局付加分」及び「全学調 と 「部局付加分」及び「全学調， ， ，
」 ，整分」の３区分による教員の人員 整分」の３区分による教員の人員 降の教員の人員配分の基本方針と配分の進め方について を策定し

平成21年度までの各部局等ごとの移行計画を立てた。配分を行う。 配分を行う。
Ⅲ ②新しい運営形態の下で限りのある資源を有効的に利活用するため② 基盤的研究を支えるための教 ② 基盤的研究を支えるための教

予算の配分について，役員会の下に予算編成方針会議を設置し，同員研究費を確保するとともに，研 員研究費を確保するとともに，研
会議において各部局等の事業計画等を提出させ，平成17年度予算編究活動の活性化を図るための研究 究活動の活性化を図るための研究
成方針の早期策定（平成16年11月）を行い，平成17年度当初予算配推進経費として，学長・部局長裁 推進経費として，学長・部局長裁
分を決定（平成17年3月）した。量経費を制度化する。 量経費を制度化する。

56【学外の有識者・専門家の登用 56【学外の有識者・専門家の登用
に関する具体的方策】 に関する具体的方策】

Ⅲ ①産学連携，地域連携などそれぞれの分野において学外実務経験が① 積極的にＩＴ，産学連携など ① ＩＴ，産学連携，地域連携な
豊富な人材を，地域連携センターに助教授（2名 ，産学連携セン必要な分野に，学外の有識者や専 ど必要な分野に，学外の有識者や ）
ターに教授（1名 ，入学センターに教授（1名 ，助教授（2名）及門家を採用する。 専門家を積極的に採用する。 ） ）
び客員教授（1名 ，エクステンションセンターにコーディネータ② 副学長の下に設置する「室」 ② 副学長の下に設置する「室」 ）
ー（1名）を採用し，このことにより地域連携協定件数の増大等，には，必要に応じて学外の有識者 には，必要に応じて学外の有識者
幅広い企画・立案・実施を可能とした。・専門家を非常勤として採用す ・専門家を非常勤として採用す

Ⅱ ②情報メディア教育研究センターの情報サービス部門に2名のシスる。 る。
テムエンジニアを採用，全学へのよりよい情報サービスの提供する
体制を整備した。また，知的財産社会創造センターにおいても外部
有識者（顧問弁護士等）の雇用についても検討したが，採用までに
は至らなかった。

57【内部監査機能の充実に関する 57【内部監査機能の充実に関する
具体的方策】 具体的方策】

Ⅳ ①平成16年4月監査室を設置し，関連規則も整備して内部監査体制内部監査体制を確立するために学 ① 内部監査体制を確立するため
を確立した。長の直轄組織として「監査室」を に学長の直轄組織として 監査室「 」

設置し，各組織の運営目標の効果 を設置する。
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， ，的な達成や諸活動の効率的な推進 ② 各組織の運営目標の効果的な Ⅲ ②業務の効率的かつ効果的な推進を図るため ①授業料の収納方法
②公用自動車の所有，使用及び管理に関することについて内部監査を図るとともに，社会的な信頼性 達成や諸活動の効率的な推進を図
を実施した。改善方法も含めた監査結果については，関係部門と協を確保する。 るとともに，社会的な信頼を確立
議のうえ実行した。する。
本学の円滑な運営を阻害する恐れのあるリスクに対策を講じる必

要があるため，私有車の業務使用について内部監査を実施した。改
善方法も含めた監査結果については，関係部門と共同して 「私有，
車の業務使用に関する取扱要項（H17.2.1 」を制定，改善策につ）
いて実行した。
また，本学の会計処理について信頼性を高めるため，科学研究費

補助金をはじめ学内の会計手続きや処理状況について内部監査を実
施した。

58【国立大学間の自主的な連携・ 58【国立大学間の自主的な連携・
協力体制に関する具体的方策】 協力体制に関する具体的方策】

Ⅲ 事務系及び，技術系職員の採用試験における連携・協力体制を除本学の果たすべき使命や機能，さ 本学の果たすべき使命や機能，さ
き，各室においては，従前から開催されている全国会議及びブロッらに，教育研究などの質的向上や らに，教育研究などの質的向上や
ク別会議に参加することにより連携を図っているほか，CIC(キャン業務運営の効率化のために，大学 業務運営の効率化のために，大学
パスイノベーションセンター)入居の大学で構成した連絡会の設置間で地域や分野・機能に応じた連 間で地域や分野・機能に応じた連
(平成16年6月)，中国地区大学との共同リエゾンフェア開催，中国携・協力体制を検討する。 携・協力体制を検討する。
地区法人等情報化推進協議会，広島県高等教育機関協議会（平成17
年4月より教育ネットワーク中国と発展）の会員校として連携を推
進した。

ウェイト小計
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広島大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
２ 教育研究組織の見直しに関する目標
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広島大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
３ 人事の適正化に関する目標

① 教員の任用は，原則として公募制とし，任期制を拡充する。職員の専門性の向上を図るとともに，業務
に応じて新たな専門的な職種を創設する。中
② 公正な業績評価を行い，その結果を反映する給与制度を構築する。
③ 人的資源の一元的管理を行い，それらの効率的・弾力的利用を推進する。期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

61【人事評価システムの整備・活 61【人事評価システムの整備・活
用に関する具体的方策】 用に関する具体的方策】

Ⅲ ①大学教員の人事評価システムについては，評価委員会が中心とな① 公正な人事評価システムを構 ① 公正な人事評価システムの検
って検討しており，報告書「国立大学法人広島大学における教員の築し，教育研究，社会貢献等及び 討を進め，教育研究，社会貢献等
個人評価について」の準備を進めている。大学教員以外の教職員に業務運営に係る業績に応じた処遇 及び業務運営に係る業績に応じた
ついては 人事制度全般の検討・見直しを行うため人事・総務室(後を実現することにより，教職員の 処遇の実現により，教職員の潜在 ，
述66-①参照)付けのタスクフォースとして設置された「人事制度検潜在能力を十分に発揮できる環境 能力を十分に発揮できる環境整備
討会議」において公務員制度改革等の動向及び民間企業での導入例整備を行う。 のあり方について検討する。
を参考にしつつ検討を行っている。② 人事評価システムの構築に当 ② 人事評価システムの検討に当

Ⅲ ②評価基準の客観性及び運用面での公平性を確保等について検討たっては，評価基準の客観化や評 たっては，評価基準の客観化や評
し，大学教員の人事評価システムについては，報告書「国立大学法価の運用面での公正性の確保（評 価の運用面での公正性の確保（評
人広島大学における教員の個人評価について」の作成を準備してお価者の訓練，評価結果のフィード 価者の訓練，評価結果のフィード
り，大学教員以外の教職員については，本学における評価フローのバック 苦情処理体制の整備など バック 苦情処理体制の整備など， ） ， ）

， 。を図る。 を図る。 作成に着手するとともに 人事評価ハンドブックの作成に着手した
Ⅲ ③大学教員の人事評価システムについては，評価委員会が中心とな③ 人事評価の結果は，平成１８ ③ 人事評価の結果は，平成１８

って検討しており，報告書「国立大学法人広島大学における教員の年度を目途とする新給与制度への 年度を目途とする新給与制度への
個人評価について」の準備を進めている。大学教員以外の教職員に移行に合わせ 処遇 昇進 昇給 移行に合わせ 処遇 昇進 昇給， （ ， ， ， （ ， ，
ついては人事制度全般の検討・見直しを行うため人事・総務室(後賞与等）へ反映させる。 賞与等）へ反映させるシステムに
述66-①参照)付けのタスクフォースとして設置された，人事制度検ついて検討する。
討会議において公務員制度改革等の動向及び民間企業での導入例を
参考にしつつ検討を行っている（61-①再掲 。）

62【柔軟で多様な人事制度の構築 62【柔軟で多様な人事制度の構築
に関する具体的方策】 に関する具体的方策】

Ⅳ ①人事制度検討会議において柔軟で多様な勤務形態について検討を① 柔軟で多様な勤務形態を導入 ① 柔軟で多様な勤務形態の導入
行い，大学教員に「専門業務型裁量労働制」の導入を提案し，適用する。 について検討する。
対象者1,586名のうち適用同意者1,326名（83.6％）があり，労使協② 定年制の弾力的運用と再雇用 ② 定年制の弾力的運用と再雇用
定の締結を行った。附属学校教員に「１年単位の変形労働時間制」制度を導入し，柔軟で多様な雇用 制度を導入し，柔軟で多様な雇用
の導入を提案し，適用対象者208名のうち適用者204名（98.1％）が形態を可能とする人事制度を構築 形態を可能とする人事制度を構築
あり，労使協定の締結を行った。する。 する。

Ⅲ ②大学教員にあっては，定年後を含む再雇用制度として「広島大学③ 教育研究活動などの活性化を ③ 教育研究活動などの活性化を
特任教員取扱要項」を平成16年4月1日に制定し，平成16年度におい図るため，教育研究を主務とする 図るため，教育研究を主務とする
て契約職員1名，日々雇用職員7名，パート職員11名を雇用した。大教員に加えて，教育主担当教員， 教員に加えて，教育主担当教員，
学教員以外の教職員については，定年後に再雇用を希望する者につ研究主担当教員及び診療主担当教 研究主担当教員及び診療主担当教
いて選考のうえ任期付職員として再雇用できる制度として「広島大員などを配置する新たな制度の導 員などを配置する新たな制度につ
学再雇用職員就業規則」を平成16年4月1日に制定し，平成16年度に入を図る。 いて検討に着手する。
おいて附属学校教員1名を雇用した。

Ⅲ ③人事制度検討会議において，高齢者雇用制度及び再雇用制度など
と連携を図り，教員選考基準の見直し及び再雇用者の職域の整備等
を図ることにより，主に経験を活かした専門分野の知識・技能の教
授又は学生の人間性涵養などを担当する教育主担当教員，主に大型
プロジェクト研究の研究マネジメント又は部局等の枠を越えるプロ
ジェクト研究への専任などを行う研究主担当教員及び主に診療，臨
床実習教育及び臨床研究を行う診療主担当教員などの制度の新設に
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ついて，検討に着手した 。。

63【任期制・公募制の導入など教 63【任期制・公募制の導入など教
員の流動性向上に関する具体的方 員の流動性向上に関する具体的方
策】 策】

Ⅲ ①「広島大学の教員の任期に関する規則」を制定し，任期を定めて① 教育研究活動の活性化と教員 ① 教育研究活動の活性化と教員
任用する教員の職等を定めているが，平成16年10月26日，平成17年の流動性向上のため，全部局等に の流動性向上のため，任期制の導
3月1日及び平成17年4月1日付けで追加等を行い拡充した。任期制の導入を図る。 入を進める。

Ⅲ ②「広島大学における教員選考についての基本指針」を制定し，公② 教員の選考は，採用と昇任を ② 教員の選考は，採用と昇任を
平性の確保と流動性の向上を図るため，採用と昇任を区別せず原則区別しない公募制を原則とす 区別しない公募制を原則とする。
として公募制とし，学内外に対して公募を行っている。る。

64【外国人・女性等の教員採用の 64【外国人・女性等の教員採用の
促進に関する具体的方策】 促進に関する具体的方策】

Ⅰ ①海外教育研究拠点の活用や国際交流協定校との人事交流が円滑に① 外国人教員の採用を促進する ① 外国人教員の採用を促進する
行える条件整備のあり方について検討する予定であったが，具体的ため，海外教育研究拠点の活用や ため，海外教育研究拠点の活用や
な検討にまで着手できなかった。国際交流協定校との人事交流が円 国際交流協定校との人事交流が円

滑に行える条件整備を行う。 滑に行える条件整備のあり方につ
② 女性教員等の採用を促進する いて検討に着手する。

Ⅳ ②人事制度検討会議を中心に検討を行い，以下の点において成果がため 弾力的な勤務形態の導入や ② 女性教員等の採用を促進する， ，
あがっている。保育所への送迎及び要介護者の付き添い等のための保育施設の整備など勤務環境の条 ため 弾力的な勤務形態の導入や， ，
制度として，時差出勤制度を10月から導入した。職員が取得するこ件を改善・整備する。 保育施設の整備など勤務環境の条
とのできる育児休業の期間を，子が3歳に達するまでと規定し，運件整備のあり方について検討に着
用した。育児部分休業の期間の拡大について，対象となる子の上限手する。
年齢を「9歳到達日以後の 初の3月31日まで」に引き上げた。介護
休業又は介護部分休業を 初に開始した日から6月間を経過した時
点で，実際に介護休業及び介護部分休業を取得した期間の合計が93
日に達しない場合には合計した期間が93日に達するまでの範囲内で
取得できるよう延長した。

65【事務職員等の採用・養成・人 65【事務職員等の採用・養成・人
事交流に関する具体的方策】 事交流に関する具体的方策】

Ⅲ ①大学教員の人事評価システムについては，評価委員会が中心とな① 組織運営への機動的・弾力的 ① 組織運営への機動的・弾力的
って検討しており，報告書「国立大学法人広島大学における教員のな対応と個人に対しての適切な動 な対応と個人に対しての適切な動
個人評価について」の準備を進めている。大学教員以外の教職員に機付けが可能となるよう，職員の 機付けが可能となるよう，職員の
ついては人事制度全般の検討・見直しを行うため人事・総務室(後能力と業績を適切に評価し，その 能力と業績を適切に評価し，その
述66-①参照)付けのタスクフォースとして設置された，人事制度検結果を配置と処遇に反映させる。 結果を配置と処遇に反映させるシ
討会議において公務員制度改革等の動向及び民間企業での導入例を② 職務や職種の特性に応じた複 ステムを検討する。
参考にしつつ検討を行っている（61-①再掲 。線型のキャリア体系を確立する。 ② 職務や職種の特性に応じた複 ）

Ⅲ ②人事制度検討会議において，例えば，キャリアカウンセラー，研③ 専門的な知識・技能を有する 線型のキャリア体系について検討
究コーディネーター又は国際交流アドバイザー等の高度な知識や技人材を確保し組織の活性化を図る する。
能を必要とする職種や職務の特性に応じた「高度専門職」の創設にため，試験採用と選考採用を職務 ③ 専門的な知識・技能を有する
ついて検討した。内容ごとに適切に組み合わせた， 人材を確保し組織の活性化を図る

Ⅳ ③人事部において検討を行い，技術職員の採用に当たっては試験採採用方法を導入する。 ため，試験採用と選考採用を職務
用によることを原則とするが，試験対象となっていない分野や専門④ サービス機能・企画・立案機 内容ごとに適切に組み合わせた，
的な知識・技能を必要とするなど特別の資格を必要とする場合は，能を重視した高度な業務遂行が可 採用方法について検討する。
本学独自に選考試験を実施し選考採用することとし，平成16年度に能な人材を育成する。 ④ サービス機能・企画・立案機
おいては技術職員3名を採用した。⑤ 職員の資質の向上，組織の活 能を重視した高度な業務遂行が可

Ⅲ ④人事部を中心に本学の職員研修の充実について検討を行い，新採性化等の観点から，文部科学省で 能な人材の育成を図る。
用職員研修，自己啓発研修及び語学研修を実施した。また，中国四の勤務や他大学等との人事交流の ⑤ 職員の資質の向上，組織の活
国地区内における文部科学省関係機関の共同実施事業として係長級仕組みを構築する。 性化等の観点から，文部科学省で
研修を企画実施するとともに技術職員研修の平成17年度の基本計画の勤務や他大学等との人事交流を
を取りまとめた。進め，その仕組みについて検討す

Ⅳ ⑤人事部において検討を行い，職員の資質の向上及び組織の活性化る。
の観点から法人化以前の関東地区及び中国四国地区内の文部科学省
関係機関との人事交流はもとより新たに国立大学協会及び日本学生
支援機構を加え，交流者数が3名増となった。また，文部科学省及
び日本学術振興会での長期行政実務研修に私立大学での事務研修を
加え1名を派遣した。

66【中長期的な観点に立った適切 66【中長期的な観点に立った適切
な人員（人件費）管理に関する具 な人員（人件費）管理に関する具
体的方策】 体的方策】

Ⅲ ①平成16年4月，人事・総務全般に係る企画・立案，評価及び改善① 人事・総務担当副学長の下で ① 人事・総務担当副学長の下に
を図るため 「人事・総務室」を設置した。また，人事部，総務部企画・立案，評価及び改善の機能 人事・総務全般に係る企画・立 ，
各グループの各種情報の共有を進め円滑な運営に資することを目的を持つ組織（人事・総務室）を設 案 評価及び改善の機能を持つ 人， 「
として 「人事・総務室会議」を設置し，定例会議を月1回開催し，置し 「人事・総務室」において 事・総務室」を設置する。， ，





- 38 -

広島大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

① 各種事務の集中化・電算化などにより，事務処理の簡素化・迅速化を図る。
② 事務組織，職員配置の再編，合理化を進める。中
③ 外部委託等を積極的に活用する。
④ 事務職員の専門性の向上を図る。期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

67【事務組織の機能・編成の見直 67【事務組織の機能・編成の見
しに関する具体的方策】 直しに関する具体的方策】

Ⅲ ①法人化を期に従来の事務局を廃止し，各副学長の下に企画立案機① 事務局・各部局ごとに個別に ① 事務局・各部局ごとに個別
能の強化を目的とした「室」を設け，教職員一体型の組織運営を目行われていた業務を見直し，新た に行われていた業務を見直し，
指している。各部局の運営組織についても，同様の趣旨で事務室かな運営組織によって効率的・合理 新たな運営組織によって効率的
ら教育研究学生支援室に変更し，部局長支援，教育研究支援及び学的な大学運営を行う。 ・合理的な大学運営を行う。
生支援にグループ分けを行い，業務の効率化を図った。② 業務の効率化・高度化を図る ② 業務の効率化・高度化を図

Ⅲ ②各室において業務の効率化，高度化を視野に入れた業務マニュアため業務マニュアルを作成し，情 るため業務マニュアルを作成し，
ルの検討，作成に着手するとともに，ホームページや電子掲示板に報や業務ノウハウの共有化を進め 情報や業務ノウハウの共有化を
随時掲載している。また，情報の迅速化，正確化を図るため，全学る。 進める。

。③ 組織活動の要素とされてい ③ 組織活動の要素とされてい 的な会議については資料及び議事要録を電子掲示板に掲載している
Ⅱ ③法人化準備段階で行った業務分析の結果を基礎に，法人化に伴うる，戦略，組織（人 ，業務の流 る，戦略，組織（人 ，業務の流） ）

新たな視点や業務を踏まえた業務組織の活性化について検討し，組れ及び情報化の在り方を見直し， れ及び情報化の在り方を見直し，
織風土の改革とPDCAサイクルの確立に取り組みはじめたところであサービス機能の強化，企画・立案 サービス機能の強化，企画・立
る。組織風土の改革に向けては，業務の標準化，人員再配分，目標機能の強化を図るとともに，スリ 案機能の強化を図るとともに，
管理の手法等の検討に着手した。ム化と効率化を達成する。 スリム化と効率化を達成する。
PDCAサイクルの確立に向けては，ISO9001の仕組みを利用した品質④ 情報の共有化と電子申請等を ④ 情報の共有化と電子申請等

マネジメントシステムを活用することが有効であると考え，平成16可能とする電子事務室を構築す を可能とする電子事務室の構築
年度には学内構成員の勉強会を7回開催するとともに，先行して病院る。 を進める。
への導入に着手した。⑤ 「文書館」を設置し，法人文 ⑤ 「文書館」を設置し，法人

Ⅱ ④教員の電子事務局利用促進のため，全学電子掲示板分類の検討・書の整理・保存と管理の一元化を 文書の整理・保存と管理の一元
修正，広大メールによるナビゲーション等を行った。部局運営掲示図る。 化を図る。
板は，先端物質科学研究科での試行を経て，文学研究科，情報化推⑥ 財務会計システムや人事・給 ⑥ 財務会計システムや人事・
進部等において設置し，主に会議資料の共有を行っている。情報化与システムなど，これまで個別に 給与システムなど，これまで個
推進部及び部局等の利用状況等から，情報の提供だけでなく，意見構築されてきた各種の業務システ 別に構築されてきた各種の業務
交換の場としてより柔軟に活用できるよう，掲示板管理者権限に掲ムを，統合的なデータベースを基 システムを，統合的なデータベ
示板設置機能の追加を行うなどの機能充実を図った。一方，電子手盤とするＥＲＰ（統合基幹業務シ ースを基盤とするＥＲＰ（統合
続及び電子申請等の業務分析が行われておらず，学内の手続及び申ステム）として再構築する。 基幹業務システム）として再構
請等運用ルールが未検討なことや何処までの機能を電子事務室に持築する。
たせるなど機能要件が未確定のため，電子事務室の構築に至ってい
ない。

Ⅲ ⑤文書館を設置し，廃棄・移管法人文書を含めた法人文書の整理・
保存と管理の一元化を図るとともに，全学的な法人文書の適正な取
扱い及び管理を行うため，法人文書管理規則，法人文書の分類・保
存・移管及び廃棄等に関する細則，法人文書分類基準表，法人文書
ファイル管理簿及び法人文書保存期間基準を作成し文書管理システ
ムの構築をすすめている。

Ⅲ ⑥法人化後の業務システムには，国立大学法人会計や新たな人事制
度への迅速な対応はもとより，学内での情報の共有と分析機能が求
められている。
これらの要求に応えるため，本学ではデータを段階的に統合する

ことを計画し，そのツールとしてERP（統合基幹業務システム）を導
入することにした。
平成16年度は，財務会計システムをSAP社のR/3により稼働させ，
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会計支援システム，旅費システム及び謝金システムとの連動を実現
した。その後，科学研究費補助金システムをR/3に統合し，平成17年
度から稼働させる。
また，R/3での授業料債権管理機能の実現について検討を行った。
一方，人事・給与システムは，平成16年度から2年間のプロジェク

トにより，ERPに移行することにし，平成16年度は主に人事の機能に
ついて検討を行ったところである。

68【複数大学による共同業務処理 68【複数大学による共同業務処
に関する具体的方策】 理に関する具体的方策】

Ⅲ ①中国・四国地区の国立大学，国立高等専門学校及び国立青年の家① 職員の試験採用については， ① 職員の試験採用については，
・少年自然の家の事務系及び技術系の業務に従事する職員を採用す全国の共通試験を活用し，地域ブ 全国の共通試験を活用し，地域
る試験を全国共通の試験を活用し，全国同一試験日で「中国・四国ロック単位で試験を実施する。 ブロック単位で試験を実施する。
地区国立大学法人等職員採用試験」として実施した結果，採用予定② 財務会計，人事管理，安全衛 ② 財務会計，人事管理，安全
数58名に対し，4,531名が申込み，3,665名が受験した。生管理など各大学に共通する課題 衛生管理など各大学に共通する

Ⅲ ②人事管理に関する研修については，中国・四国地区国立大学法人についての研修や，民間的発想の 課題についての研修や，民間的
等総務部課長会議において協議され，中国・四国地区内における文マネジメントのための研修を，複 発想のマネジメントのための研
部科学省関係機関の係長研修や技術専門職員研修を共同実施事業と数の国立大学法人と共同して実施 修を，複数の国立大学法人との
して，引き続き実施することした。また，中国・四国地区国立大学する。 共同実施を検討する。
法人等財務担当部課長会議において，平成17年度から会計事務研修
を実施することを決定している。労働安全衛生法への対応について
， ，は 中・四国地区において労働安全衛生協議会を開催することとし

平成16年度には10大学・高専等が参加した。

69【業務のアウトソーシング等に 69【業務のアウトソーシング等
関する具体的方策】 に関する具体的方策】

Ⅱ ①各室において，人事管理や支払い業務等のデータ入力や，ある一① 業務内容の主眼を行政事務か ① 業務内容の主眼を行政事務
。らサービス業務へ転換し，コア業 からサービス業務へ転換し，コ 定期間に業務が集中する場合などを中心に外部委託化を進めている

務以外の業務の外部委託化を推し ア業務以外の業務の外部委託化
進め 運営組織のスリム化を図る を進め，運営組織のスリム化を， 。
② 本学の業務を委託できる法人 図る。

Ⅰ ②本学の業務を委託できる法人の設立を同窓会などに働きかけるたの設立を同窓会等に働きかけ，コ ② 本学の業務を委託できる法
め，検討に着手する予定であったが実現できなかった。ア業務以外の業務の円滑な外部委 人の設立を同窓会等に働きかけ，

託化を図る。 コア業務以外の業務の円滑な外
部委託化を検討する。

ウェイト小計

ウェイト総計
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広島大学

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

また，教育研究の実施組織である部局等においても，部局長のリーダーシップを発揮

① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織， した部局運営が可能なように，副部局長の設置，教授会代議員会の設置など効率的な運

人事などの面での特色ある取り組み 営体制の整備と，資源への裁量権の拡大として部局長裁量経費の配分を行っている（年

② 各国立大学法人等の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に 度計画53,55 。）

進めるための様々な工夫 各室・部局等の自己点検・評価に基づく改善を促進するために，学長に直属する評価

③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あるい 委員会を設けて，各種の外部評価に対応するとともに，監事と連携して各組織の自己点

は，変更について検討する必要があると考えられる場合は，その状況 検評価に対する総合的・総括的評価を行うこととした（年度計画51 。）

④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている（あるいは生じるおそれがある）場 第4は，人的資源の活用方策としては，すべて部局等に教員の配分を行うのではなく，

合には，その状況，理由（外的要因を含む） 「部局基礎分 「部局付加分 「全学調整分」の3区分を設け，全学的な視点での再配分や」 」

など，当該項目に関する各国立大学法人等の状況について自由に記載してください。 人員削減などに対応するようにしている（年度計画55 。）

第5は，法人化によって事務局を廃止し，各室だけでなく部局の業務運営の見直しとマ

記載分量については，基本として1～2枚程度としてください。 ニュアル化を促進しとマ
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その結果，計画に対する資源と人員不足，若しくは資源と人員の総量に比して，計画

が過大に立案された傾向があり，場合によっては，計画の修正を行わない限り，目標達

成が困難となる恐れがあるものもある。

また，運営組織の全般的な改組，業務の見直しを行ったため，計画実施に当たって，

法人と部局，各室（副学長）相互，及び各室内部の連携等の関係に改善の必要性がある

こと，計画実施(Do)－点検・評価(Check)－改善(Action)－計画立案(Plan）のサイクル

で改善するメカニズムを想定していたが，予算策定・執行・決算のサイクルと同様，こ

のサイクルが単年度で完結しないため，改善方策へのリンクをどのように行うかといっ

た課題がある。
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広島大学

Ⅲ 財務内容の改善
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

① 外部研究資金の導入を促進し，研究経費の増額を図る。
② 附属病院については，新病棟等の施設・設備等を 大限に生かし，診療報酬請求額の増額を図る。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

70 科学研究費補助金 受託研究 70【科学研究費補助金，受託研【 ， ，
奨学寄附金等外部資金増加に関す 究，奨学寄附金等外部資金増加
る具体的方策】 に関する具体的方策】

Ⅲ ①役員会の下に「外部資金検討ＷＧ］を設置して6回開催し，増額方① 各年度における具体的目標 ① 外部研究資金の増額を図る
策（共同研究の間接経費10％，広島大学図書館活動助成金）を策定（種類，件数，金額等）を立て， ため 年間の具体的目標 種類， （ ，
した。その達成のための計画を策定す 件数，金額等）及びその達成の
◎｢資料編｣ 参考資料14る。 ための計画を策定する。

② 外部研究資金の増額を図るた ② 産学官関連事業の強化のた
Ⅲ ②産学連携センターでは文部科学省からの産学官連携コーディネーめ，産学官関連事業の強化のため めに専門コーディネーターの配

ター2名を受け入れるとともに，東広島市，呉市及び府中市からリエに専門コーディネーターの配置等 置等の実施体制を整備し，外部
ゾンフェローを各1名受け入れ，コーディネート件数（契約成立数）の実施体制を整備する。 研究資金の増額を図る。
は48件に及んだ。産学官連携コーディネーターやリエゾンフェロー
は，そのコーディネート活動を通じて，共同研究や受託研究の推進
に努めており，同時に，学術室と連携して学内への情報提供を行う
ことにより，外部資金の獲得に貢献している。また，受入フェロー
については，派遣先の地方公共団体との様々な行事のパイプ役とな
っており，非常に有効である。
医療に関係する産学官連携強化のため，医療社会連携センターを

設置し，地域連携活動を含めた専門コーディネータ2名を配置してい
るが，両名ともパート職員であるため，本学教員のみならず学外の
企業や官庁の関係者との連絡時間に制限があり，コーディネート業
務に支障を来している （業務の支障を改善するため，平成17年度。
にパートから日々雇用職員に配置換する方向で検討中）こうした中

， （ ），でも 霞地区において起業したベンチャー企業5社 昨年10月現在
コーディネート件数11件で，うち産学官連携が成立したもの2件，ス
イス連邦共和国ツーク州との連携に関する（独法）日本貿易振興機
構（ジェトロ）の助成金獲得など，数多くの業績を上げている。

71【収入を伴う事業の実施に関す 71【収入を伴う事業の実施に関
る具体的方策】 する具体的方策】

Ⅳ ①手術部の看護師の増員及び手術室の効率的運用を検討した結果，① 在院日数を短縮する。 ① 手術件数を３％（平成15年
医科の手術を歯科手術室で行うなど手術部の効率的運営等により，② 診療報酬査定減の縮減に努め 度比）増やす。
対平成15年度比の増収見込額…1億3千万円弱，件数増…約16％である。 ② 診療報酬査定減を１％以下
る。なお，看護師の増員に伴う平成16年度人件費の増加は約600万円
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また，病院管理会計システムを試行稼働させたものの，システム全
， （ ）体の完成度が十分でなく 医療比率も43.1％ 平成15年度…42.1％

が見込まれる。

ウェイト小計

ウェイト総計
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広島大学

Ⅲ 財務内容の改善
２ 経費の抑制に関する目標

管理的経費等のコストの削減目標を設定し，それを達成するために合理的・効率的な資金運用を行い，固定
的な経費の抑制に努める。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

72【管理的経費の抑制に関する具 72【管理的経費の抑制に関する具
体的方策】 体的方策】

Ⅲ ①平成16年4月，安定的かつ戦略的な大学運営をおこなうために，財① 財務担当副学長の下で企画・ ① 財務担当副学長の下に財務会
務室を設置の上，財務室に教職員から構成される財務検討会議（平立案，評価及び改善の機能を持つ 計全般に係る企画・立案，評価及
成16年6月13日設置，6回開催 ，施設マネジメント会議（平成16年5組織（財務室）を設置し 「財務 び改善の機能を持つ「財務室」を， ）
月29日設置，11回開催）により，管理的経費の効率的執行等に関す室」を中心に全学的な管理的経費 設置する。
る企画・立案を行うこととした。平成16年度は「施設マネジメント（光熱水料，施設維持管理経費， ② 「財務室」を中心に全学的な

」 「 」 。管理運営を補助する職員の人件費 管理的経費（光熱水料，施設維持 会議 に光熱水料の削減を図るため 省エネ推進部会 を設置した
等）の効率的執行に関する企画・ 管理経費，管理運営を補助する職

Ⅲ ②施設マネジメント会議の「省エネ推進部会」においてエネルギー立案を行うとともに，全学的管理 員の人件費等）の効率的執行に関
管理標準を制定し，省エネ推進活動の実施により光熱量の抑制を図により，その抑制及び事務負担の する企画・立案を行うとともに，
った。その結果，エネルギー消費原単位で霞団地は前年度比5%の削軽減化を図る。 全学的管理により，その抑制及び
減，東広島団地は同比1.5%の微増に留めている。省エネ機器の導入② 光熱水料等各々の事項に目標 事務負担の軽減化を図る。
は照明器具・空調機・変圧器について採用した。また，施設維持管値を設定し，その達成のためにイ ③ 部局毎や教員個々に取得して
理経費については全学施設を対象とした施設パトロール等により，ンセンティブが働く学内システム いるＩＴ関係のライセンスの取得
重度の損傷に至る前に改善工事が実施でき経費の抑制に繋がった。を確立し経費抑制を図る。 について，全学的な契約を実施す

Ⅲ ③広島大学では，これまでウイルス対策ソフトを個々に購入（1ライることで経費の抑制を図る。
センス当たり＠3,200円程度である ）していたが，本年度から学内④ 光熱水料等各々の事項に目標 。
ＰＣ「無制限ライセンス対応」を3,000千円で購入し，学内全ＰＣを値を設定し，経費抑制を図る。そ
対象に配布することにした。の達成のためにインセンティブが
対象ＰＣ台数試算 大学全体ＰＣ台数：10,000台と想定すると１働く学内システムを検討する。
台当たり＠300円となる。
想定台数の算出根拠 （職員3,500台，大学院学生4,500台，その他
の教育用ＰＣ等2,000台）

， ，また ＩＴ関係ライセンス契約については部局毎の契約であったが
広島大学1本の契約とし省力化を図った。

Ⅲ ④施設マネジメント会議の「省エネ推進部会」においてエネルギー
管理標準を制定し，省エネ推進活動の実施により光熱量の抑制を図
った。その結果，エネルギー消費原単位で霞団地は前年度比5%の削
減，東広島団地は同比1.5%の微増に留めている。

ウェイト小計

ウェイト総計
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広島大学

Ⅲ 財務内容の改善
３ 資産の運用管理の改善に関する目標

資産管理については全学共通の財産という観点で「新たな施設マネージメント・システム」の構築などを行
い，教育・研究，社会貢献などの諸活動のための資産（施設，設備）の有効活動を図る。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

73【資産の効率的・効果的運用を 73【資産の効率的・効果的運用を
図るための具体的方策】 図るための具体的方策】

Ⅲ ①施設・設備の効率的・効果的な運用を図るため，施設マネジメン① 資産管理を従来の教員個人管 ① 資産管理を従来の教員個人管
トシステムの構築を進める。システム導入に向けて，選定のための理から全学的管理に移行し，教育 理から全学的管理に移行し，教育
システム構築計画案を作成し，基礎データの収集・分析を進めてい及び研究施設・設備の効率的・効 及び研究施設・設備の効率的・効
る。果的な運用を図る。 果的な運用を図るための方策を検

Ⅱ ②既存施設の有効活用を図るため，全学の施設利用実態調査を実施② 安定的な教育研究活動を行う 討する。
し，適切な利用方法を検討している。平成16年度は先端物質科学研ために，定期的に施設の使用状況 ② 安定的な教育研究活動を行う
究科・図書館・各センターを対象に調査を行い，調査結果に基づき実態調査を実施し，部局ごとの基 ために，未実施の施設の使用状況
対象部局へ改善勧告等を行った。また，限りある施設を戦略的に使礎配分施設使用面積基準を策定す 実態調査を実施し，部局ごとの基
用するため，中期計画期間内に部局毎の基礎配分面積基準・加算配るとともに，実績に応じた加算配 礎配分施設使用面積基準を策定す
分面積基準を定め，再配分することとしているが，平成16年度は施分基準を定め，申請により戦略的 るためのデータ整理と案の作成を
設利用実態調査で得たデータの整理に着手した段階である。に配分する施設面積の確保を行 行う。
◎｢資料編｣ 参考資料15う。 ③ 教育施設の充実と効率的な運

③ 教育施設の充実を図るため， 用を図るため，講義室や学生実験
Ⅱ ③教育施設の効率的な運用として，中期計画期間内に現在部局単位講義室や学生実験室等を全学管理 室等を全学管理し，大学院学生の

で管理している講義室・実験室を全学管理の下で共有化を図り，こし，効率的な運用を図る。とりわ 施設面積を確保するためのデータ
れにより生じた余剰面積を不足している大学院生スペースとして有け，大学院学生のための施設面積 整理と案の作成を行う。
効利用する。そのためには，講義室・実験室及び大学院生スペースを確保し重点的に整備する。 ④ 施設利用者から施設使用料を
の実態調査を行い，有効利用計画を立案する必要がある。しかしな④ 施設の維持管理のため，配分 徴収したり，空き時間帯の講義室
がら，平成16年度は作業に着手した段階である。施設面積基準を超えた施設利用者 等を学外者に有料で貸与するなど

Ⅰ ④以前から講義室等は学外者に有料で貸与しているが，さらなる方から施設使用料を徴収したり，空 の方策を検討する。
策については講義室の有効利用の検討（73-③）も進んでいないのでき時間帯の講義室等を学外者に有
検討していない。料で貸与するなどの方策を検討す

る。

ウェイト小計

ウェイト総計
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広島大学

Ⅲ 財務内容の改善に関する特記事項

経費として学長裁量経費（教育経費1億円，研究経費2億円 ，部局の戦略に沿って使用で）

きる部局長裁量経費（教育経費1億円，研究経費1億円）を制度化し，予算措置を行った

① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織， （計画30-② 。）

人事などの面での特色ある取り組み (4)部局だけでなく，全学的な見地から推進する研究支援や研究目的の事業実施のため

② 各国立大学法人等の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に に，COE特別支援経費，電子ジャーナル等経費など約10億円の予算措置を行った。

進めるための様々な工夫 (5)効率化係数並びに経営改善係数による運営費交付金の削減に対応することが必須の

， ， ，③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あるい ため 研究経費については 基盤的経費を除き外部資金により対応することを基本とし

は，変更について検討する必要があると考えられる場合は，その状況 外部資金の獲得のため，役員会の下に「外部資金検討ＷＧ」を設置し，増額方策（共同

④ 中期目標の達成に向けて支障が生じている（あるいは生じるおそれがある）場 研究の間接経費10％，広島大学図書館活動助成金）を策定した（計画70-① 。）

合には，その状況，理由（外的要因を含む） (6)予算の執行にあたっては，教育研究等の目的により，配分された教員等の裁量と責

など，当該項目に関する各国立大学法人等の状況について自由に記載してください。 任により，使途は自由として，弾力的・機動的に執行できることにした。

， ， （ ） （ ），(7)病院については 法人化に伴い 理事・副学長 医療担当 を設置し 計画44-①

記載分量については，基本として1～2枚程度としてください。 病院収入が直接大学の収入となることを踏まえ，法人化初年度の予算編成から，病院を

区分して予算編成することにし，病院の収入及び病院分の運営費交付金については，全

①，②法人化前の国立大学では，大学の予算は全て財政法を初めとした国の会計法規 額病院へ配分することにした。人件費も含めて病院の裁量と責任で機動的に運営可能な

等により項・目等の細部にわたって決められており，それを大学で定めた方式で各部局 制度としたことにより，収入見込等を勘案のうえ，裁量によって人員増や設備投資を行

等へ配分し執行するだけであったが，法人化に伴い，大学の裁量が拡大され，学内の予 い，決算残額についても，病院に係る剰余金については，病院の目的積立金として整理

算編成，予算配分は大学の責任と裁量で行うことになった。 し，資金計画も含めて病院の責任と裁量で執行できることとした（計画44 。）

本学においても，今後の厳しい財政状況も考慮のうえ，運営に関する基本的原則であ (8)財務内容の改善に大きな影響を及ぼす人件費の管理については，予算編成方針にお

る「人的・物的・財的資源の全学的管理･運営 （ 国立大学法人広島大学設立構想 ）に いて人件費の削減目標額を具体化したうえで，役員をメンバーとする「教員人員調整会」『 』

沿って学内における配分ルールを確立し，全学的な予算編成方針を定めたうえで予算配 議」を設置し，同会議において本学の教育研究目標達成に必要な人的資源の配分を検討

分を行った（ 平成16年度広島大学予算編成方針 。 し，各部局等のヒアリングを実施の上 「平成17年度以降の教員の人員配分の基本方針と「 」） ，

教育的経費，研究的経費，教育研究支援経費，診療経費，管理的経費，全学共通管理 配分の進め方について」を策定し，平成21年度までの各部局等ごとの移行計画を立てた

経費など経費の目的別分類を明確にした上で，原則として，教育研究の基盤となる基盤 （計画55-①及び66-③ 。また，職員人件費については，人事・総務担当理事の下に職員）

的研究費，基盤的教育費については，教育と研究を区分したうえで可能な限り確保しつ 人事計画ＷＧを設置し，同ＷＧにおいて「職員（教員を除く）に係る人件費削減への対

つ，一般管理費等の運営経費を可能な限り削減していくことにした。 応について（報告 」を作成し，平成17年度における人員削減案を策定するとともに，平）

(1)基礎的な教育研究経費確保の観点から，法人化以前に見られた部局による格差の解 成21年度までの人件費削減に係る基本的な考え方（大枠）を示した（計画66-③ 。）

消を図るため，教員1名当たり(基盤研究費：教員1名につき 実験系60万円，非実験系30

万円 ，学生1名当たり（基盤教育費：学生1名につき 学士課程・修士課程・大学院博士 ③計画決定・実施と予算配分との関連付けについては，依然として試行的であり，平）

課程・法務研究科の各グレード及び文系・理系の分野ごとに７種類の積算単価を設定， 成16年度予算編成と運用の結果を踏まえ，部局等の意見を聴取するとともに，全学的な

（学士課程（文系）15,000円，博士課程（理系）200,000円など）を基礎とした教員個人 視点での編成を進めるため，役員会の下に，副学長等をメンバーとする「予算編成方針

レベルで職種に関係なく，ほぼ全学的に同一の配分を行った（計画25-②,③ 。 会議」を設置し，新規事業計画に対する査定等を実施するようにし，そのもとで平成17）

(2)一般的管理費等の運営経費削減の観点から，法人化以前は各部局等に配分していた 年度予算編成を行った(計画55-②)。平成17年度からは，役員会の下に大学運営支援体制

管理的経費（光熱水料や非常勤職員の人件費等）を全学的に管理するため，全学共通管 検討部会を設け，業務組織の見直し，人件費削減の対応，組織活性化や業務改善を全学

理経費として予算編成を行い，今後の削減等に対応していくことにした（計画72-② 。 的に検討し実行することとしている。）

(3)戦略的経費の確保の観点から，全学的な大学運営の戦略に沿って柔軟に使用できる
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④平成16年度計画の実施状況の点検・評価活動を通じて，実施状況が不十分である主

な理由は，人員・資源不足であることが明らかになっており，換言すれば，活用しうる

人員・資源を越えた計画決定や，必要な資源見積もりがあいまいなまま，計画策定が行

われる傾向もあるといえる。計画策定段階から，実施に必要な人員・資源等の見積もり

と計画によって得られる効果・成果を明確にし，計画決定に反映させるなど，計画立案

・決定・実施・評価の改善を行うことが必要と考えられ，業務報告書提出後も，評価委

員会による点検・評価作業を継続する予定である。
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広島大学

Ⅳ 自己点検・評価及び情報の提供
１ 評価の充実に関する目標

評価データシステムの導入を図るなど，学内評価体制を整備する。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

74【自己点検・評価の改善に関す 74【自己点検・評価の改善に関す
る具体的方策】 る具体的方策】

Ⅱ ①教員活動データベースの部分的改善（74-③）を行い，教員評価制① 評価結果が具体的な改善に直 ① 評価結果が具体的な改善に直
度は評価委員会で検討を継続，中期目標・計画の評価方法等は法人結する効率的な自己点検・評価を 結する効率的な自己点検・評価シ
評価の評価システム設計として順調に進行しているが，情報公開お行う。 ステムを構築する。
よび人材開発はほとんど進行していない（委員会業務第9号 。認証② ＥＲＰ（統合基幹業務システ ② ＥＲＰ（統合基幹業務システ ）
評価については対応基本方針は決定済みである。委員会業務では，ム）を導入し，そこに蓄積される ム）を導入し，そこに蓄積される
①調査研究活動（第8号）②法人評価などへの対応（第7号）は，特データの分析を基に，各副学長の データの分析を基に，各副学長の
に集中的に推進し，目標・計画への意見（第2号 ，監事との連絡下に設置する「室」が関連する事 下に設置する「室」が関連する事 ）
調整（第5号 ，情報政策室との連携（第6号）も行ったが，他の副項について継続的な自己点検を行 項について継続的な自己点検を行 ）
学長との連絡調整は教育研究評議会等審議機関の報告を除いては，う。 うシステムを検討する。
法人評価にかかわって実施したのみである。③ 各組織においても，継続的な ③ 各種評価活動の基礎となる教

， （ ）， （ ），自己点検・評価を実施し，改善策 員活動状況データベースの改修と また 副学長の業務評価への意見 第3号 横断的評価 第4号
学長への提言（第8号）については，実施しなかった。これは，副学に反映させる。 データの更新を行う。
長室における評価活動を前提にしており，委員会の責任のみで完結④ 各組織においては，継続的な
できない業務であること，法人化初年度であり，各組織での評価体自己点検・評価を実施し，改善策
制が整っていないことによるが，全学的に評価に関する基本方針のに反映させる。
企画立案や基本政策の立案に責任を負う立場から，状況の把握と連
絡調整等の必要があったかもしれない。

Ⅰ ②情報化推進グループと学長室・企画評価グループとの検討等を10
回実施した。各室等における評価のための情報ニーズが把握できて
いないため，システム構築に向けた検討までは行えなかった。

Ⅲ ③評価委員会内にＷＧ（教員活動状況調査ｼｽﾃﾑ改善）を設置し検討
を行った。計6回の検討の結果，改善策を立案し，11月の教育研究評
議会で報告を行い 「アクセス権の拡大 ・ 外部委託による業績入， 」「
力」等の改善を実施した。その結果を踏まえ，各教員はデータの更
新を実施中である。
なお，アクセス権の拡大措置により，部局長にアクセス権を与え

たが，活用状況の把握まではできていない。
Ⅲ ④各組織に評価組織を置き，自己点検評価を実施した。今後，評価

委員会の行う総合評価結果を踏まえ，各組織において改善につなげ
るための仕組みを整える段階である。

75【評価結果を大学運営の改善に 75【評価結果を大学運営の改善に
活用するための具体的方策】 活用するための具体的方策】

Ⅱ ①各副学長室及び各部局では，評価組織を設置し，全学評価委員会① 各組織では，自己点検結果に ① 各組織では，自己点検結果に
が検討した点検・評価等の方法に沿って評価を行ったが，具体的な基づいて具体的な改善を図るとと 基づいて具体的な改善を図るとと
改善やその公表には至っていない。もに，改善結果を含め自己点検結 もに，改善結果を含め自己点検結
一方，附属学校では，自己評価及び外部評価の結果に基づいて改果を公表する。 果を公表する。

善を図るとともに，評価結果をホームページ，学校便りの配布，保② 各組織が行う点検・評価及び ② 各組織が行う点検・評価及び
護者への説明会等の方法により公表した。それに基づいた改善結果につい それに基づいた改善結果につい

Ⅱ ②各組織が行う点検・評価及び改善結果を統括的かつ横断的に評価て 「学長室」において全学的視 て 「学長室」において全学的視， ，
する固有の組織として評価委員会を設置した。点から分析・再評価し，それに基 点から分析・再評価し，それに基
平成16年度には，評価委員会において，点検・評価等の方法についづいて学長は中期計画の達成，教 づいて学長は中期計画の達成，教
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て検討し，各組織では，点検・評価を行った。育研究の質的向上に努める。 育研究の質的向上に努める。
平成17年度以降に，各組織の点検・評価結果及びそれに基づいた

改善結果について，全学的視点からの分析・再評価を行うこととし
ている。

ウェイト小計

ウェイト総計
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広島大学

Ⅳ 自己点検・評価及び情報の提供
２ 情報公開等の推進に関する目標

社会に対する説明責任を重視し，大学運営全般にわたりその状況をホームページ及びメールマガジン等を利
用して情報提供を行う。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

76【大学情報の積極的な公開・提 76【大学情報の積極的な公開・提
供及び広報に関する具体的方策】 供及び広報に関する具体的方策】

Ⅲ ①社会連携推進機構ホームページの開設など，大学運営に関する積① 教育研究，組織運営，人事， ① 教育研究，組織運営，人事，
極的な情報提供に努めた。財政など大学運営全般にわたり， 財政など大学運営全般にわたり，

， ，その状況をホームページ及びメー その状況をホームページ及びメー 情報を迅速に提供し ホームページのデザインの統一化を図るため
ウェブ広報部会で，公式Webサイトのコンテンツや構成について検討ルマガジン等を利用して積極的な ルマガジン等を利用して積極的な
するとともに，より使いやすいシステムとなるよう改善策を検討し情報提供を行う。 情報提供を行う。
た。検討後，速やかに改善策を実行し，5月に2回，システム利用説② 各種出版物，インターネット ② 各種出版物，インターネット
明会を開催（東広島地区：参加71名，広島地区：参加62名 ，9月等を通じた情報発信体制を拡充強 等を通じた情報発信について，情 ）
に部局用システムの改善を実施，17年3月に全学システムの改善を化する。 報の精選・充実と発信体制の拡充
実施した。これにより，現在のシステム利用状況は，登録数23部局③ 情報提供を容易にするため， 強化を図る。
等（学部4，研究科4，病院1，センター6，室関係8 ，システムを公開の対象となる情報について恒 ③ 広報・情報発信を全学的見地 ）
利用したＨＰ公開部局は学部1，研究科1，病院1，センター2，室関常的に整理・保存する。 からコーディネイトするための新
係4となっている。この結果，大学として統一されたデザインによたな組織を整備する。
る情報発信が容易にできるようになった。④ 情報提供を容易にするため，
一方，情報公開に係る開示請求等に的確及び迅速に対応するため公開の対象となる情報について恒

の体制を整えている。また，学内での専門的な立場として法務研究常的に整理・保存する。
。科の教授2名に事案に応じてアドバイザーとして助言を求めている

②海外からの照会に対して適切な情報を迅速に回答するための連絡
Ⅲ 体制を整備するために，国際部の職員で交代しながら管理するメー

ルアドレスを公開し（Inquiry@office.hiroshima-u.ac.jp ，各種）
の問い合わせの一元化を図り，4日以内に回答するというシステムを
構築し，そのための国際部内に専用のパソコンを設置した。
奨学金，宿舎，ＶＩＳＡなどの情報を分かりやすく正確に発信す

るために，本学構成員を対象にして，行政書士を講師に招き，在留
資格関係に関する「講習会，個別相談会」を開催した。
広報出版物は，次のとおり作成した。

○パンフレット
国立大学法人広島大学発足をＰＲするため，本学の取組や中期計

画を分かり易く解説したパンフレットを作成(5,000部)し，広く関係
方面へ配布した。
○大学案内
社会，地域及び企業を主な対象にした新たな大学案内を作成(8,00

0部)し，広く関係方面に配布した。
○広大フォーラム
広大フォーラムを今年度限りで廃刊することとした。平成17年度

以降は 「学生向け 「教職員向け 「保護者向け」とステークホ， 」， 」，
ルダーを明確にした3つの広報誌を創刊することとし，その準備作業
を進めた。
なお，3誌とも外部専門家の協力を仰いだが，こうした広報誌を編

集する上で，是非必要な方法である。
独立行政法人等情報公開法第22条による情報提供は，ホームペー

ジで公表している。この情報提供に加え，部局等と連携してホーム
ページ上にその他諸活動についての国民の理解を深めるため，情報
提供の項目内容を一層充実させ，本学の情報をわかりやすく外部へ
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と提供した。
③広報ＵＩ戦略会議で全学の広報戦略に基づき学内横断的な連絡統

Ⅲ 制を図る組織を検討の結果 「広報連絡調整ミーティング」を設置，
した。これまで2回開催（12月,2月 。部局案内（部局要覧）の作成）
にあたってのガイドラインについて検討するなど，広報に関する横
断的な連絡調整を図る組織として構築できた。
④個人情報管理体制検討ＷＧを設置して，個人情報保護施行に伴う

Ⅲ 諸規則等の整備を行った （①学内での取扱規則並びに開示請求等。
に関する細則 ②開示，訂正等の決定に係る審査基準 ③個人情報
の取扱いに係る苦情処理等の事案に関する検討部会の設置 ④個人
情報の取扱いに関する確認事項，留意事項及び事例集の作成 ⑤個
人情報の整理・把握（人事関係，入試情報，診療情報等） ⑥個人
情報ファイル簿の作成） また，関連省庁及び企業等の説明会にも
積極的に参加し，意識を高めた。学内に於いても教職員を対象とし
て勉強会，説明会を4回実施し，平成17年4月1日に向けて万全を期し
ている。

ウェイト小計

ウェイト総計
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広島大学

Ⅳ 自己点検・評価及び情報の提供に関する特記事項

位置づいているかを把握できるようになっている。

また，ロジックモデルの作成によって，計画の目的が活動中心で，アウト・プットな
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③評価システムの構築は，教員評価など，理論的にも実践的にもまだ未定着であり，

技術的にも未成熟な事項を含むので，中期計画期間中の確立をめざしており，実施状況

に不十分さが若干あるものの，現時点で変更の必要はないと考えている。

④評価制度の設計の観点からは，認証評価・国立大学法人評価・国立大学法人の監事

監査など，国立大学の外部から大学内部のメカニズムを評価しようとする各種の異なる

， 。 ，監査・評価制度が同時に発足して重層的になっており 相互関係がつかみにくい 特に

個々の評価制度が，90年代から導入・試行されてきた経験をふまえて設計されていない

ことは，イギリス･オーストラリア・アメリカなどの大学評価の展開と異なっており，国

立大学法人に対する各種評価制度の体系の見直しや，教育研究に関する評価の具体的方

法の説明など，評価体系の確立に向けて早急な対応が求められているところである。
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広島大学

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

① 全キャンパスを包括した全学の施設整備基本計画を策定し，各キャンパスの特徴を活かした施設整備を
計画的に実施する。中
② 教育研究基盤施設設備，情報通信基盤・情報環境，交流施設を重点的に整備する。
③ 社会に開かれた美しく快適なキャンパスを実現するために，安全，アメニティ，環境に十分配慮した施期
設等の整備・管理を行う。
④ 施設設備の一元的管理を行い，それらの効率的・弾力的利用を推進する。目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

77【施設等の整備に関する具体 77【施設等の整備に関する具体
的方策】 的方策】

Ⅱ ①平成16年度は東千田団地の施設整備基本計画（ゾーニング計画）の策① 構成員や学外者の利便性・ ① 構成員や学外者の利便性・
定時に交通整備計画を盛り込む予定であったが，施設整備基本計画と共安全性に配慮した交通整備計画 安全性に配慮した交通整備計画
に策定できなかった。を策定し，整備を推進する。 の策定を図る。

Ⅱ ②教育研究環境整備についての計画は施設整備基本計画（ゾーニング計② 安全と環境に配慮し，各キ ② 安全と環境に配慮し，各キ
画）の一環として策定し，同計画に基づき施設整備を推進する。同計画ャンパスの特性を活かした教育 ャンパスの特性を活かした教育
は東広島団地・霞団地については策定済みであり，平成16年度は東千田研究環境整備を推進する。 研究環境整備計画の策定を図
団地について策定準備を進めていたが策定に至らなかった。③ 老朽した施設，先進医療に る。
③老朽施設の改善は，施設パトロール等の実施（１チーム4名で，延べ対応した病院整備，社会連携活 ③ 老朽した施設の整備を進め

Ⅲ 27日）により改善箇所（緊急改善件数131件）を把握し，緊急性の高い動推進施設の整備を推進する。 る。また，先進医療に対応した
ものより順次改善（64件）している。大規模改修を必要とするものは，④ 情報セキュリティに優れた 病院整備，社会連携活動推進施
改修整備計画を策定し平成17年度概算事業として要求を行った。高機能情報通信基盤・環境，情 設などについては，整備計画案
また，病院整備については，霞団地全体の計画として進める必要があ報機器を整備充実する。 の策定に着手する。

り，ソフト（病院組織再編計画等）に基づいた整備計画を作成し推進す④ 情報セキュリティに優れた
る。平成16年度は現状施設の問題点等を把握するための調査を実施し，高機能情報通信基盤・環境，情
霞団地施設整備基本構想案（複数の整備計画案）を作成した。報機器の整備充実を図る。
④副学長による部局ヒアリングを行い，部局のニーズを吸い上げた。
(実施時期・回数)平成16年5月26日(水)～平成16年6月60日(水)全22回
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広島大学

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項
２ 安全管理に関する目標

環境保全管理計画に基づき，中・長期的視点に立って，学内の安全管理対策を徹底するとともに，全学のリ
スクマネジメント体制を充実させ，事故防止策を講じる。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

79【労働安全衛生法等を踏まえ 79【労働安全衛生法等を踏まえ
た安全管理・事故防止に関する た安全管理・事故防止に関する
具体的方策】 具体的方策】

Ⅲ ①大学における安全衛生管理及び環境管理の重要性に鑑み，中央廃液処① 危険薬品等の管理，防災対 ① 危険薬品等の管理，防災対
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ンテンツ作成に着手した。
， 。さらに マイクロソフトとのMCAトレーニングセンター契約も締結した

Ⅲ ⑤教職員及び学生を対象とした全学的な情報セキュリティ教育の実施体
制について検討し，16年度では実施要員の養成を次のとおり行った。
・セキュリティ講習会を開催（12月8-9日,12月16-17日 。 受講者数 2）
3人
・トレーナー資格取得者 22人
また，平成17年度の新入生に対するセキュリティ教育の企画・立案に着
手した。

ウェイト小計

ウェイト総計
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広島大学

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する特記事項

なお，霞キャンパスは，先進医療に対応した病院施設並びに教育・研究施設の整備を

推進するための整備計画を策定中で，今後，病院等の管理運営，診療活動，組織等との

① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織， 整合を図りつつ整備計画の立案を目指している（年度計画77－③ 。）

人事などの面での特色ある取り組み

② 各国立大学法人等の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に (2)本学の施設の有効活用についての取り組みは，平成12年度から全学施設の利用実態調
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広島大学

Ⅵ 予 算 （ 人 件 費 見 積 も り を 含 む 。 ） 、 収 支 計 画 及 び 資 金 計 画

財務諸表及び決算報告書により対応しますので、記載は不要です。※ 財務諸表及び決算報告書を参照

国立大学法人評価委員会において使用しますので、スペースを設けてください。

Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額
７３億円 ７３億円 国立大学法人評価委員会において使用し

「該当なし」 ますので、スペースを設けてください。

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急
に必要となる対策費として借り入れすることも想定され に必要となる対策費として借り入れすることも想定され
る。 る。

Ⅷ 重 要 財 産 を 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

循環器Ｘ線診断治療システム整備に必要となる経費の長 循環器Ｘ線診断治療システム整備に必要となる経費の長 循環器Ｘ線診断治療システム整備に必要となる経費の
期借入れに伴い，本学霞団地の敷地について，担保に供 期借入れに伴い，本学霞団地の敷地について，担保に供 長期借入れを行い，本学霞団地の敷地について，担保に 国立大学法人評価委員会において使用し
する。 する。 供した。 ますので、スペースを設けてください。

Ⅸ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質の 決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質の
向上及び運営組織の改善に充てる。 向上及び運営組織の改善に充てる。 「該当なし」 国立大学法人評価委員会において使用

、 。しますので スペースを設けてください
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広島大学

Ⅹ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 決定額（百万円） 財 源

・病院特別医療機械 総額 施設整備費補助金 ・病院特別医療機械 総額 施設整備費補助金 総額 施設整備費補助金
（再開発設備） （ 599） （再開発設備） （ 149） 387 （ 148）839 389
循環器Ｘ線診断治療 船舶建造費補助金 循環器Ｘ線診断治療 船舶建造費補助金 船舶建造費補助金
システム （ 0） システム （ 0） （ 0）

長期借入金 長期借入金 長期借入金
・小規模改修 （ 240） ・小規模改修 （ 240） （ 239）

国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン
・災害復旧工事 ター施設費交付金 ・災害復旧工事 ター施設費交付金 ター施設費交付金

（ 0） （ 0） （ ）

金額については見込みであり，中期目標を達成するために必 注）金額については見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等（注１）
要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度 を勘案した施設・設備の整備や，老朽度合い等を勘案した施設・
合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。 設備の改修等が追加されることもある。
小規模改修については，１７年度以降は１６年度同額として(注２)
試算している。
なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶建造費補助金，国
立大学財務・経営センター施設費交付金，長期借入金について
は，事業の進展等により所要額の変動が予想されるため，具体
的な額については，各事業年度の予算編成過程等において
決定される。
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広島大学

Ⅹ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

「Ⅱ業務運営の改善及び効率化 3人事の適正化に関する目標」（１）人事評価システムの整備・活用 （１）人事評価システムの整備・活用
61-① P35参照公正な人事評価システムを構築し，教育研究，社会貢献等及び業務 公正な人事評価システムの検討を進め，教育研究，社会貢献等及び業

運営に係る業績に応じた処遇を実現することにより，教職員の潜在 務運営に係る業績に応じた処遇の実現により，教職員の潜在能力を十
能力を充分に発揮できる環境整備を行う。 分に発揮できる環境整備のあり方について検討する。

「Ⅱ業務運営の改善及び効率化 3人事の適正化に関する目標」（２）柔軟で多様な人事制度の構築 （２）柔軟で多様な人事制度の構築
62 P35参照① 柔軟で多様な勤務形態を導入する。 ① 柔軟で多様な勤務形態の導入について検討する。

② 定年制の弾力的運用と再雇用制度を導入し，柔軟で多様な雇 ② 定年制の弾力的運用と再雇用制度を導入し，柔軟で多様な雇用
用形態を可能とする人事制度を構築する。 形態を可能とする人事制度を構築する。
③ 教育研究活動などの活性化を図るため，教育研究を主務とす ③ 教育研究活動などの活性化を図るため，教育研究を主務とする

る教員に加えて，教育主担当教員，研究主担当教員及び診療主担当 教員に加えて，教育主担当教員，研究主担当教員及び診療主担当教員
教員などを配置する新たな制度の導入を図る。 などを配置する新たな制度について検討に着手する。

「Ⅱ業務運営の改善及び効率化 3人事の適正化に関する目標」（３）任期制・公募制の導入など教員の流動性向上 （３）任期制・公募制の導入など教員の流動性向上
63 P36参照① 教育研究活動の活性化と教員の流動性向上のため，全部局に ① 教育研究活動の活性化と教員の流動性向上のため，任期制の導

任期制の導入を図る。 入を進める。
② 教員の選考は 採用と昇任を区別しない公募制を原則とする ② 教員の選考は，採用と昇任を区別しない公募制を原則とする。， 。

「Ⅱ業務運営の改善及び効率化 3人事の適正化に関する目標」（４）外国人・女性等の教員採用の促進 （４）外国人・女性等の教員採用の促進
64 P36参照① 外国人教員の採用を促進するため，海外教育研究拠点の活用 ① 外国人教員の採用を促進するため，海外教育研究拠点の活用や

や国際交流協定校との人事交流が円滑に行える条件整備を行う。 国際交流協定校との人事交流が円滑に行える条件整備のあり方につい
② 女性教員等の採用を促進するため，弾力的な勤務形態の導入 て検討に着手する。

や，保育施設の整備など勤務環境の条件を改善・整備する。 ② 女性教員等の採用を促進するため，弾力的な勤務形態の導入や，
保育施設の整備など勤務環境の条件整備のあり方について検討に着手
する。（５）事務職員等の採用・養成・人事交流

「Ⅱ業務運営の改善及び効率化 3人事の適正化に関する目標」① 組織運営への機動的・弾力的な対応と個人に対しての適切な （５）事務職員等の採用・養成・人事交流
65 P36参照動機付けが可能となるよう，職員の能力と業績を適切に評価し，そ ① 組織運営への機動的・弾力的な対応と個人に対しての適切な動

の結果を配置と処遇に反映させる。 機付けが可能となるよう，職員の能力と業績を適切に評価し，その結
② 職務や職種の特性に応じた複線型のキャリア体系を確立する 果を配置と処遇に反映させるシステムを検討する。。
③ 専門的な知識・技能を有する人材を確保し組織の活性化を図 ② 職務や職種の特性に応じた複線型のキャリア体系について検討

るため 試験採用と選考採用を職務内容ごとに適切に組み合わせた する。， ，
採用方法を導入する。 ③ 専門的な知識・技能を有する人材を確保し組織の活性化を図る
④ サービス機能・企画・立案機能を重視した高度な業務遂行が ため，試験採用と選考採用を職務内容ごとに適切に組み合わせた，採

可能な人材を育成する。 用方法について検討する。
⑤ 職員の資質の向上，組織の活性化等の観点から，文部科学省 ④ サービス機能・企画・立案機能を重視した高度な業務遂行が可

での勤務や他大学等との人事交流の仕組みを構築する。 能な人材の育成を図る。
⑤ 職員の資質の向上，組織の活性化等の観点から，文部科学省で

（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み １８２，２６６百 の勤務や他大学等との人事交流を進め，その仕組みについて検討する。
万円(退職手当は除く)

（参考１） 平成１６年度の常勤職員数 ２，７７６人
また，任期付職員数の見込みを ４２２人とする。

参考２ 平成１６年度の人件費総額見込み ３０ ７５５百万円(退（ ） ，
職手当は除く)

（参考）

平成１６年度

（１） 常勤職員数 2,676人
（２） 任期付職員数 434人

百万円（３）① 人件費総額（退職手当を除く） 30,403
％② 経常収益に対する人件費の割合 51.98

30,099百万円③ 外部資金により手当した人件費を除い
た人件費

④ 外部資金を除いた経常収益に対する上 51.46％
記③の割合

⑤ 標準的な常勤職員の週あたりの勤務時間 40時間
として規定されている時間数
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広島大学

Ⅹ そ の 他 ４ 災害復旧に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

平成１６年９月に発生した台風１８号等により被災した施設・設備 平成１６年９月に発生した台風１８号等により被災した施設・設備の 平成１６年９月に発生した台風１８号等により被災した施設・設備の
の復旧整備をすみやかに行う。 復旧整備をすみやかに行う。 復旧整備をすみやかに行った。



- 62 -

（ ， ）○ 別表 学部の学科 研究科の専攻等

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
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